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１．本資料について
1.1 本資料が作成された背景

近年、世界中で気象災害が頻発しており、日本でも2017年の九州北部豪雨、2018年の西日本を

中心とした豪雨、2019年の房総半島台風、東日本台風等、甚大な被害をもたらした災害が発生し

ています。今後、地球温暖化等の気候変動によりさらなる異常気象が増加する可能性も指摘されてい

ます。また、東日本大震災を始めとして、2018年の北海道胆振東部地震のように、地震による被害が

発生しやすい国土でもあり、日本のインフラは常に脅威にさらされている状況となっています。特に前述の

北海道胆振東部地震、房総半島台風、東日本台風の際には大規模停電や送電線への被害が発

生し、あらためて安定供給確保のための電力インフラのレジリエンス強化の重要性が認識されました。

従来の電力インフラは大規模・集中型であるため、地震による発電所の停止や台風の強風による飛来

物での配電線の破損等で系統からの電力遮断等が起きると広範囲にわたる停電が発生する脆弱性を

持っています。これに対し、レジリエンス強化の方策として、地域に存在する再生可能エネルギーや未利

用熱を一定規模のエリアで面的に活用する分散型エネルギーシステムの構築が様々な点で効果的であ

ると言われています。国としても分散型エネルギーシステム構築を推進する施策を行っていますが、分散

型エネルギーシステム構築には、技術の検証、事業の採算性や法整備、安全性の担保、地域の需要

家の合意などのハードルがあることも指摘されており、分散型エネルギーシステム構築において、そもそも

何を検討すればよいのかわからないといった意見も聞かれます。

本資料はこうした現状を踏まえ、分散型エネルギーシステムの一つの形態として、平常時は下位系統の

潮流を把握し、災害等による大規模停電時には自立して電力を供給できる「地域マイクログリッド」構

築において必要な検討事項の概観を示します。また、実際のシステム構築における費用負担を軽減す

るために補助金を活用する場合のポイント、進め方について解説をします。

1.2 本資料の対象者

本資料は地域マイクログリッドの導入を検討している事業者（地方公共団体、電力会社（一般送配

電事業者）、エネルギーマネジメント事業者等）、地域マイクログリッド構築への参加を検討している事

業者（発電設備の所有者、地域の需要家等）を対象として想定しています。

1.3 本資料の構成

本資料は以下のように構成されています。過去の申請事例や、国の補助金を活用する際に注意すべき

ポイント、補助金の申請者／申請検討者に実施したアンケートの回答等も記載しております。

①分散型エネルギーシステム及び地域マイクログリッドの概要

②地域マイクログリッドの基本計画（以下、「導入プラン」と言います。）策定の手順

③地域マイクログリッドの構築の手順
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1.4 地域マイクログリッド構築に向けたステークホルダーと検討事項

地域マイクログリッドの検討・構築にあたっては多様なステークホルダーと協議を行う必要があります。主な

ステークホルダーと、その検討事項は以下の図をご参照ください。ここに記載した検討事項を協議し、必

要に応じてその他の関係者とも検討し、地域マイクログリッドを構築します。

次ページ以降では、地域マイクログリッド構築に向けた全体の流れや、詳細な検討事項について記載し

ます。

8

図1.1 地域マイクログリッドに係るステークホルダーと検討事項の例
（引用：地域社会における持続的な再エネ導入に関する情報連絡会（第４回） 資料６に一部加筆）

２．分散型エネルギーの概要

【地方公共団体】
• 地域マイクログリッドの対象範囲の設定
• 地域マイクログリッド内の需要家との合意形成
• 災害時に電力供給を行う避難施設の設定 など

【電力会社（一般送配電事業者）】
• 地域マイクログリッド対象地域の系統空き容量や逆潮流の可否、
関連法規の適合性判定

• 地域マイクログリッドに導入する発電設備や需給調整設備等の
系統利用に係る技術的課題の協議

• 地域マイクログリッド発動時を想定した運用に係る協議 など

【地域の再エネ事業者等】
• 地域マイクログリッド内への電力供給可否
• 地域マイクログリッド構築に必要な設備設置許可
• 地域マイクログリッド発動時の協力要請 など

【地域の需要家】
• 地域マイクログリッドに関する合意形成
• 地域マイクログリッド発動時の協力要請 など



２．分散型エネルギーの概要

2.1 分散型エネルギーとは

2.2 分散型エネルギーへのシフトが求められる理由

2.3 地域マイクログリッドとは

2.3.1 非都市部における地域マイクログリッドの典型モデル

2.3.2 都市部における地域マイクログリッドの典型モデル

2.3.3 各典型モデルの地域・地勢の特徴

2.4 地域マイクログリッドのコンセプトを実現している事例
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２．分散型エネルギーの概要
2.1 分散型エネルギーとは

分散型エネルギーとは、「比較的小規模で、かつ様々な地域に分散しているエネルギーの総称であり、

従来の大規模・集中型エネルギーに対する相対的な概念」（総合エネルギー調査会 長期エネルギー

需給見通し小委員会（第６会会合）資料１より）とされており、創エネルギー機器、電気・熱といっ

たエネルギー形態、機器の数量、エネルギー需要地までの距離等で様々な様態があります。地域に存

在する再生可能エネルギーや未利用熱を一定規模のエリアで面的に利用するようなシステムが典型的

な分散型エネルギーシステムと言えます（図2.1、2.2）。

10

２．分散型エネルギーの概要

図2.1 分散型エネルギーを構成する設備形態
（引用：総合資源エネルギー調査会 長期エネルギー需給見通し小委員会（第６回会合） 資料１）

図2.2 分散型エネルギーの利用形態
（引用：総合資源エネルギー調査会 長期エネルギー需給見通し小委員会（第６回会合） 資料１）



2.2 分散型エネルギーへのシフトが求められる理由

分散型エネルギーは地域の特徴も踏まえた多様な供給力（再生可能エネルギー、コージェネレーション

等）を組み合わせて最適に活用することで、エネルギー供給のリスク分散や非常時のエネルギー供給に

よる「レジリエンス強化」、地域のエネルギーをその地域で消費する地産地消を行うことによる「省エネル

ギー効果」も見込めます。また、再生可能エネルギーを用いた分散型エネルギーシステムの構築は地域

に新しい産業を起こし、まちづくりと一体的にその導入が進められることで「地域活性化」につながることが

2018年の第５次エネルギー基本計画において言及され、国の方針として分散型エネルギーシステムを

推進していくことが示されています。

再エネをはじめとした地域に分散的に賦存するエネルギー源を活用することは、災害等の緊急時のレジリ

エンス強化に資するもので、実際に2018年の北海道胆振東部地震や2019年の台風による広範な

停電被害の発生時には、緊急時の電力供給に再エネが大きく貢献し、レジリエンスの観点に着目した

形での再エネの地域活用促進の重要性も高まっています。

分散型エネルギーの一般的な意義については図2.3の通りです。台風等による停電復旧の課題や人

口の増減等の電力需要の変化を踏まえれば、山間地などの一部においては、今後、長距離の送配電

線を維持するのではなく、特定の区域を独立系統化して地域分散電源による電力供給を行う方が、

一般送配電事業者の送配電網の維持コスト削減につながり、結果的に電力システム全体のコストは

下がるとともに、災害への耐性（レジリエンス）が高まるエリアが出てくることが想定されることが指摘され

ています（「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会 持続可能な電力システム構築小委員会」

等）。また、供給コストの高い地域を、配電事業ライセンスを取得した事業者が引き受けることで、「長

距離の送配電線を維持するよりも、配電網を主要な電力系統から独立させた方が、安定供給にかか

わるコストの面でもメリットがある」（資源エネルギー庁webサイト／「法制度」の観点から考える、電力

のレジリエンス（https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/ 

denjihokaisei_04. html）より）場合も考えられます。
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図2.3 分散型エネルギーの一般的な意義
（引用：総合資源エネルギー調査会 長期エネルギー需給見通し小委員会（第６回会合） 資料１）

注：3E+Sとは、「Safety」を前提とした上で、「エネルギーの安定供給（Energy Security）」を第一に、「経済効率性の向上
（Economic Efficiency）」による低コストでのエネルギー供給の実現すると共に、「環境への適合（Environment）」を図るための取
り組みのことを指す。

２．分散型エネルギーの概要



2.3 地域マイクログリッドとは

分散型エネルギーシステムを構築するにあたっては、一般送配電事業者の所持または整備した送配電

ネットワーク（以下、「系統線」と言います。）ではない電力自営線を敷設することによる高額な導入コ

スト、工事の大規模化が普及の阻害要素になっています。逆に言えば、系統線等の既存の設備を活

用することで、電力自営線敷設にかかる導入コストの低減や工事の簡便化が可能になれば、普及の

ハードルが下がることになります。そのためのキーワードの一つが地域マイクログリッドです。

地域マイクログリッドとは、「平常時は下位系統の潮流を把握し、災害等による大規模停電時には自立

して電力を供給できるエネルギーシステム」です。平常時は地域の再生可能エネルギー電源（以下、

「再エネ電源」と言います。）を有効活用しつつ、電力会社等とつながっている送配電ネットワークを通じ

て電力供給を受けますが、非常時には一送の事故復旧の１手段として送配電ネットワークから切り離さ

れ、その地域内の再エネ電源をメインに、コージェネレーションシステムなど他の分散型エネルギーリソース

と組み合わせて自立的に電力供給可能なグリッドのことです※。地域マイクログリッドは、既存の系統線

の活用による、分散型エネルギーシステムの典型的なひとつのモデルであるといえます（システムモデル例

は図2.4を参照）。

地域マイクログリッドを導入するメリットは、主に、「災害時のエネルギー供給の確保によるレジリエンスの

向上」、「エネルギー利用の効率化」、「地域のエネルギーを活用することによる地域産業の活性化」です。

※「マイクログリッド」は1999年にアメリカの電力供給信頼性対策連合（CERTS）によって提唱され、

①複数の小さな分散型電源と電力貯蔵装置、電力負荷がネットワークを形成する一つの集合体

②集合体は系統からの独立運用も可能であるが、系統や他の「マイクログリッド」と適切に連系することも可能

③需要家のニーズに基づき、設計・設置・制御される

と定義されており、かなり広い概念としてとらえられていますが、本書では本節に示した通り、より限定的な意味で

「地域マイクログリッド」という用語を用いています。
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図2.4 地域マイクログリッドのシステムモデル例
（引用：地域社会における持続的な再エネ導入に関する情報連絡会（第４回） 資料６）

２．分散型エネルギーの概要

地域マイクログリッドは地域特性によって以下のようなモデルに分類することができます。それぞれのモデル

については次ページ以降で解説します。

地域マイクログリッド

非都市部

都市部

郊外・半島部・山間部等

離島全域



2.3.1 非都市部における地域マイクログリッドの典型モデル

2.3.1.1 郊外・半島部・山間部等における地域マイクログリッドの典型モデル

非都市部である郊外や半島の先端・山間部等では、災害発生時の送配電線事故などにより停電等

の被害が長期化するおそれがあり、一時的に電力供給等を行える地域マイクログリッドを構築することは

有効な手段と言えます。こうした地域は電力系統網の末端に位置することも多いため、非常時における

地域マイクログリッド運用の際の解列点及び切り替えポイントが少なく、都市部と比して地域マイクログ

リッドの発動が実施しやすい傾向があると言えます（図2.5）。こうした郊外・半島部・山間部等の地

域マイクログリッド構想は東急不動産株式会社（北海道松前郡松前町エリア）等の事例があります

（P.153参照）
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一般住宅等

太陽光発電設備

工場

風力発電設備

変電所

解列点が
1つのケース

避難施設

一般住宅等
太陽光発電設備

工場

風力発電設備

変電所

解列点が
3つのケース 避難施設

図2.5 郊外・半島部・山間部等における地域マイクログリッドの典型的なモデル
系統の末端部分にあることが多く、解列点や非常時のみ開放されるポイントのような複雑さがない等の特徴がある。

平常時は開閉器投入（接続）
マイクログリッド発動時は開閉器開放（非接続）

系統線

マイクログリッドの範囲

マイクログリッド対象外の範囲



2.3.1.2 離島全域における地域マイクログリッドの典型モデル

非都市部である離島も、基本的には郊外・半島部・山間部等と同様に災害発生時の孤立化が長期

化する可能性があり、離島ゆえに台風等による罹災リスクも高い地勢であると言えます。しかし、比較的

小規模な離島の場合では、島全体を地域マイクログリッド化することで、地域マイクログリッドが運用しや

すくなります（図2.6）。こうした離島全体をマイクログリッド化する構想は株式会社ネクステムズ／株式

会社宮古島未来エネルギー（沖縄県宮古島市来間島）等の事例があります（P.110参照）。
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一般住宅等
太陽光発電設備

風力発電設備

海底ケーブル

避難施設

図2.6 離島全域における地域マイクログリッドの典型的なモデル
島全体をマイクログリッド化することで都市部、郊外・半島部・山間部のモデルよりも運用がしやすい。

平常時は開閉器投入（接続）
マイクログリッド発動時は
開閉器開放（非接続）

系統線

マイクログリッドの範囲

変電所



2.3.2 都市部における地域マイクログリッドの典型モデル

災害等によって起きる停電が人口稠密地で発生すると大規模な混乱が起きるため、都市部では一時

的な住民の避難を想定した施設等への電力供給等を目的とした地域マイクログリッドを構築する場合

があります。こうした地域マイクログリッドの場合は、停電の発生時に地域マイクログリッドを自立して運用

するために必要な系統からの切り離し箇所（解列点）や、非常時のみ開放される系統の切り替え箇

所も多数存在します（図2.7）。そのため、地域マイクログリッドの発動時や通常電力への復帰時の作

業工程が煩雑になる傾向があります。また需要家の数が多く、非常時の電力供給設備や需給調整の

設備等の規模も比較的大きくなることが特徴です。国内での実例はほとんどありませんが、構想としては

株式会社イスズ／株式会社シーエスデー（神奈川県川崎市）等の事例があります（P.149参照）。
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図2.7 都市部における地域マイクログリッドの典型的なモデル
非常時には複数のポイントで系統を解列、同時に非常時のみ開放されるポイントが存在し、

再エネ発電設備等によりマイクログリッド範囲内に電力を供給する。

一般住宅等

太陽光発電設備

工場

風力発電設備

発電所

フィーダー1

フィーダー２

平常時は開閉器開放（非接続）
マイクログリッド発動時は開閉器投入（接続）

平常時は開閉器投入（接続）
マイクログリッド発動時は開閉器開放（非接続）

系統線

マイクログリッドの範囲

避難施設

変電所
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２．分散型エネルギーの概要

特徴 非都市部 都市部

避難者数 少ない 多い

避難施設、災害拠点施設 少ない、点在 多い、病院あり、密集

主要な災害 地震、土砂、暴風（半島部、離島） 地震、浸水

主要な再エネ電源
太陽光、バイオマス（山間部）、

小水力（山間部）
風力（半島部、離島）

太陽光、バイオマス

電力需要 需要少ない 需要が多い、大規模あり

自家発電設備 少ない 多い

主要な配電系統 放射状 ループ状

解列点 少ない 多い、切替えあり

停電頻度 多い 少ない

停電長期化リスク 高い 低い

主要なガス供給方式※ LPガス 都市ガス（中圧管）

2.3.3 各典型モデルの地域・地勢の特徴

2.3.1～2.3.2で見たように、地域マイクログリッドには地域や地勢によって特性も異なりますが、特徴を

下記表のとおりまとめることができます。

都市部における地域マイクログリッドは、災害が発生した際の系統からの電力復旧は早い傾向にありま

すが、その復旧までの間に地域マイクログリッドを発動する際、系統の電力をフィーダーで制御する時に複

雑な対応が必要となります。郊外、半島部、山間部や離島は災害が発生した際、上位系統が遮断さ

れてしまうと復旧に時間がかかりますが、地域マイクログリッド発動の際は都市部よりも解列制御が行い

やすいという特徴があります。こうした特徴は地域マイクログリッドの設備構成のみならず、関係者の役割

分担や災害対応訓練、維持運用コストといった事業性にも関わってきます。

※非常時のガス発電利用

表2.1 地域マイクログリッド構築にあたって考慮すべき地域・地勢の主な特徴



2.4 地域マイクログリッドのコンセプトを実現している事例

地域マイクログリッドのコンセプトを実現している事例は、2015年に運用開始された宮城県仙台市の北

に位置する大衡村の第二仙台中核工業団地の「F-グリッド」が挙げられます。この事例は太陽光発電、

ガスエンジンコージェネレーションシステム、蓄電システム、エネルギーマネジメントシステムで構成されてお

り、平常時は自営線を通して工業団地内に電力を供給し、災害等の大規模停電時には団地内に電

力を供給しつつ、解列された系統線の一部を利用して近傍の村役場に電力を供給するモデルとなって

います（図2.8）。ただし、この事例においては系統線の利用比率は小さく、そうした意味では地域マイ

クログリッドの意図する既存の配電網を活用した構築コストの低減、工事の簡易化を十分に満足するよ

うな運用事例はほぼありません。地域マイクログリッド普及の課題については次ページで解説します。
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 系統線を用いず、自営線のみで構築される分散型エネルギーシステムの事例は、千葉県の睦

沢町における「むつざわウェルネススマートタウン」等、複数の事例があります。

図2.9 自営線のみで構成される分散型エネルギーシステムの事例（むつざわウェルネススマートタウン）
（引用：関東経済産業局Webサイト資料：

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chiikiene/data/03mutsuzawaenergy.pdf ）

図2.8 事例「F-グリッド」
（引用：地域社会における持続的な再エネ導入に関する情報連絡会（第４回） 資料４）

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chiikiene/data/03mutsuzawaenergy.pdf


３．地域マイクログリッドの構築に向けた課題
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３．地域マイクログリッドの構築に向けた課題
地域マイクログリッドは、「再生可能エネルギーの有効活用」、「レジリエンスの強化」、「地域の活性化」、

既存の系統線を活用することによる、「構築コストの低減」といった特徴がある一方で、普及のための課

題もあります。経済産業省と環境省の共同活動である「地域循環共生圏の形成と分散型エネルギー

システムの構築に向けた連携チーム」の一つとして2019年より実施された分散型エネルギープラット

フォーム（全4回）では、地域マイクログリッド等の可能性と実現方法について様々な事業者、地方公

共団体が参加してディスカッションが行われました。ディスカッションでは、以下のような問題意識や課題が

挙げられました（表3.1）。これらの点をクリアすることが地域マイクログリッドの普及の鍵となると考えられ

ています。
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課題・問題意識 内容

① 送配電網の維持コスト・
維持計画等の開示

既存配電線を活用した地域マイクログリッドはイニシャルコストは抑えら
れるが、一般送配電事業者の持つ配電網の事業情報（技術的課
題、維持管理コスト等）がわからず、参入を考えている民間事業者が
事業計画を立てにくい

② 地域マイクログリッド導入促進
のためのインセンティブ設計

地域マイクログリッドの事業化の最大の障壁は経済性が成立しにくいこ
とにあるため、現時点では収益化が予見できないため民間事業者の
参入意欲が低い

③ 自治体による地域課題の
提示

地域マイクログリッド事業が成立するかどうかは、個別の地域や地域固
有の事情によるが、各地域の課題を解決するために、どのような地域マ
イクログリッドの導入がふさわしいかを民間事業者だけで調査することが
難しい

④ 地域マイクログリッド事業に関
するルールの明確化、
柔軟な制度設計

既存の制度や規制を地域マイクログリッド事業の円滑な実施に適する
形への整備が必要。また、現在の系統制約の状況の開示による民間
事業者が参入しやすい環境整備が必要

⑤ 自治体と民間事業者による
長期計画の策定と
共同事業モデルの確立

地域マイクログリッド事業は地域との協力が必要であり、そのためには
地域の価値を高め、地域にいかにメリットを示していくかが重要

⑥ 官民による事業実施
コンソーシアムの構築

地域マイクログリッドの構築には大手の民間事業者が単独で実施する
のではなく、地元関係者も参加して合意形成を行いながら、一般送
配電事業者とも連携した推進体制を確立する必要があり、その際に
自治体のリーダーシップが求められる

表3.1 地域マイクログリッドの構築に向けた課題（分散型エネルギープラットフォーム結果報告より作成）

３．地域マイクログリッドの構築に向けた課題



４．地域マイクログリッド構築に向けた全体の流れ
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４．地域マイクログリッド構築に向けた全体の流れ



４．地域マイクログリッド構築に向けた全体の流れ
マイクログリッドを構築する際は、以下のようなフローで検討を進めて頂く事を推奨いたします。「事前の全

体構想検討」「導入プラン作成」「マイクログリッド構築」の3つの段階に分かれています。各ステップおよび

決定すべき事項（ア～コ）については下記を参照してください（ア～コについてはP.33～58を参照）。

※ コンソーシアム締結にあたっては、事業内容や関係者の意向を踏まえ、適切なタイミングで行うこと
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23

～

④地域MGの必要性・目的の決定

⑤一般送配電事業者との系統利用に関する相談

⑥電力供給対象施設の検討（防災施設含む）

⑦地域MG対象区域の電力需給規模の検討

⑧一般送配電事業者との協議と承諾（系統線活用等）

⑨設備設置場所の調整・承諾

⑩住民（地方公共団体）への説明・承諾

⑪地域MGの基本計画の決定

①地域MG*の必要性・目的の検討

②地域MGの概要検討

③地域MG構築完了に向けたスケジュール

⑫コンソーシアム契約締結

⑬設備仕様確定・３者見積

⑭発注・実施設計・着工

⑮検収（個々の設備）

⑯検収（地域MG全体）

⑰地域MG運用開始

⑱災害対応訓練の実施

⑲地域MGの効果等の検証

地方公共団体及び
一般送配電事業者

への事前相談

イ

ウ
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オ

カキ

ク

ケ

コ

ア

地方公共団体との連携

決定すべき事項

マ
イ
ク
ロ
グ
リ
ッ
ド
構
築P

.

62

～

導入プラン後も
継続的に実施する事項

４．地域マイクログリッド構築に向けた全体の流れ

*MG＝マイクログリッド

※ア～コについてはP.33～58を参照



５．事前の全体構想検討

5.1 事前検討の概要

5.1.1 ①地域MGの必要性・目的の検討

5.1.2 ②地域MGの概要検討

5.1.3 ③地域MG構築完了に向けたスケジュール
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５．事前の全体構想検討



導
入
プ
ラ
ン
作
成

事
前
検
討

④地域MGの必要性・目的の決定

⑤一般送配電事業者との系統利用に関する相談

⑥電力供給対象施設の検討（防災施設含む）

⑦地域MG対象区域の電力需給規模の検討

⑨設備設置場所の調整・承諾

⑩住民（地方公共団体）への説明・承諾

⑪地域MGの基本計画の決定

①地域MG*の必要性・目的の検討

②地域MGの概要検討

③地域MG構築完了に向けたスケジュール

⑫コンソーシアム契約締結

⑬設備仕様確定・３者見積

⑭発注・実施設計・着工

⑮検収（個々の設備）

⑯検収（地域MG全体）

⑰地域MG運用開始

⑱災害対応訓練の実施

⑲地域MGの効果等の検証

地方公共団体及び
一般送配電事業者

への事前相談

イ

ウ

エ

オ

カキ

ク

ケ

コ

ア

地方公共団体との連携

決定すべき事項

マ
イ
ク
ロ
グ
リ
ッ
ド
構
築

導入プラン後も
継続的に実施する事項

５．事前の全体構想検討
地域マイクログリッド構築にあたり、導入プランを作成する前に最低限行うべきは、その必要性、目的を

明らかにし、おおまかな構想を描いた上で全体のスケジュールを組むことです。それぞれの説明は次ペー

ジを参照してください。
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５．事前の全体構想検討

⑧一般送配電事業者との協議と承諾（系統線活用等）

*MG＝マイクログリッド



5.1 事前検討の概要
地域マイクログリッドを構築するにあたっては、そのマイクログリッド構想を具体化するために導入プランを作

成して頂くことを推奨いたしますが、あらかじめ以下の内容を検討・設定したうえで導入プランを作成する

事で指針を定める事が出来ます。

①地域MGの必要性・目的の検討

②地域MGの概要検討

③地域MG構築完了に向けたスケジュール

5.1.1 ①地域MGの必要性・目的の検討

地域マイクログリッドを構築するにあたって、地域の抱える課題や非常時のレジリエンス向上といった観点、

また、地域住民や地方公共団体、一般送配電事業者等の各ステークホルダーの視点で、何故その地

域で地域マイクログリッドが必要とされるのか、地域マイクログリッドを構築する目的を検討しましょう。

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。

5.1.2 ②地域MGの概要検討

電力供給の対象とする施設を含む地域マイクログリッドの対象範囲や地域マイクログリッドで活用する再

生可能エネルギー発電設備とその規模感、需給調整に用いる設備、事業の採算性など、地域マイクロ

グリッドの大まかな構想を作成しましょう。

5.1.3 ③地域MG構築完了に向けたスケジュール

導入プラン作成の開始時期や、地域マイクログリッドの構築をいつから開始し、いつまでに完了するのかと

いった全体スケジュールを作成しましょう。

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 「平常時は下位系統で潮流を把握、制御(※)し、災害等による大規模停電時には、他の

系統線から解列し自立的運用を行う地域マイクログリッド」という考えに則ったものとしてくださ

い。

※ 蓄電池等の調整力を活用した負荷平準化や需給バランスのモニタリング等による潮流の把握

 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 原則、定められた年度までの間に地域マイクログリッドの構築を開始することを前提とした、当

該事業のマスタープランを作成すること。

５．事前の全体構想検討
①地域MGの必要性・目的の検討
②地域MGの概要検討
③地域MG構築完了に向けたスケジュール

地方公共団体及び一般送配電事業者への
事前相談



６．導入プラン作成

6.1 導入プラン作成の進め方の概要

6.1.1 ④地域マイクログリッドの必要性・目的の決定

6.1.2 ⑤一般送配電事業者との系統利用に関する相談

6.1.3 ⑥電力供給対象施設の検討（防災施設含む）

6.1.4 ⑦地域MG対象区域の電力需給規模の検討

6.1.5 ⑧一般送配電事業者との協議と承諾（系統線活用等）

6.1.6 ⑨設備設置場所の調整・承諾

6.1.7 ⑩住民（地方公共団体）への説明・承諾

6.1.8 ⑪地域MGの基本計画の決定

6.2 導入プラン作成にあたって決定すべき事項

6.2.1 「ア）地域マイクログリッドの対象区域」の概要

6.2.2 「イ）地域マイクログリッドで構築するシステム詳細」の概要

6.2.3 「ウ）地域マイクログリッドのエネルギー管理詳細」の概要

6.2.4 「エ）地域マイクログリッドの実施体制・事業スキーム及び管理体制」の概要

6.2.5 「オ）災害等による大規模停電時の対応マニュアル」の概要

6.2.6 「カ）地域マイクログリッド構築スケジュール」の概要

6.2.7 「キ）地域マイクログリッド構築に係る各種関連法規の整理及び対策」の概要

6.2.8 「ク）平常時の需給調整シミュレーション及び災害対応訓練の実施計画」

の概要

6.2.9 「ケ）地域マイクログリッドの安全面の担保」の概要

6.2.10 「コ）地域マイクログリッド構築における事業化可能性」の概要
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６．導入プラン作成
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前
検
討

④地域MGの必要性・目的の決定

⑤一般送配電事業者との系統利用に関する相談

⑥電力供給対象施設の検討（防災施設含む）

⑦地域MG対象区域の電力需給規模の検討

⑨設備設置場所の調整・承諾

⑩住民（地方公共団体）への説明・承諾

⑪地域MGの基本計画の決定

①地域MG*の必要性・目的の検討

②地域MGの概要検討

③地域MG構築完了に向けたスケジュール

⑫コンソーシアム契約締結

⑬設備仕様確定・３者見積

⑭発注・実施設計・着工

⑮検収（個々の設備）

⑯検収（地域MG全体）

⑰地域MG運用開始

⑱災害対応訓練の実施

⑲地域MGの効果等の検証

地方公共団体及び
一般送配電事業者

への事前相談
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地方公共団体との連携

決定すべき事項
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構
築

導入プラン後も
継続的に実施する事項

６．導入プラン作成
導入プラン作成は事前の検討事項に基づき、地域マイクログリッドの基本計画を作成します。検討内容

については次ページ以降を参照してください。
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６．導入プラン作成

⑧一般送配電事業者との協議と承諾（系統線活用等）

*MG＝マイクログリッド



6.1 導入プラン作成の進め方の概要

導入プランを作成するにあたっては、全体スケジュール（④～⑪）に基づき、検討を進めます。ただし、

導入プランに記載すべき要素はこれと並行して各工程で検討を進めていくことが必要です。詳細は以降

のページを参照してください。
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④地域MGの必要性・目的の決定

⑤一般送配電事業者との系統利用に関す
る相談

⑥電力供給対象施設の検討（防災
施設含む）

⑦地域MG対象区域の電力需給規模の
検討

⑧一般送配電事業者との協議と承諾（系
統線活用等）

⑨設備設置場所の調整・承諾

⑩住民（地方公共団体）への説明・
承諾

⑪地域MGの基本計画の決定

地域マイクログリッドを構築すべき必要性や、目的を明らか
にする

一般送配電事業者に対して、系統の配電線を活用する地
域マイクログリッド構築について相談を行う

地域マイクログリッドの運用時に電力供給の対象となる施設
を選定する

地域マイクログリッドの運用時に電力供給する施設の電力
需要規模に応じて発電設備や需給調整設備を選定する

地域マイクログリッドの構想を具体化した上で、一般送配電
事業者と系統活用についての詳細な協議を行う

発電設備や需給調整に用いる設備の設置場所の調整及
び承諾を得る

地域に対する説明と、地域マイクログリッド構想に対する承
諾を得る

地域マイクログリッド構築に向けた導入プランの作成完了

ア）～ コ）：導入プランで決定すべき事項

全体スケジュール：導入プラン作成完了に向けたスケジュール

ア 地域マイクログリッドの対象区域
対象となる地域の対象範囲及び災害等による大規模停
電時の電力供給区域

イ 地域マイクログリッドで構築するシステム詳細
導入予定のシステム及び活用するエネルギー設備等を全
て含めた全体のシステム詳細

ウ 地域マイクログリッドのエネルギー調整管理詳細
地域マイクログリッド内の発電量その他のデータに基づく需
給調整の制御方法等

エ
地域マイクログリッドの実施体制・事業スキーム及び
管理体制

当該コミュニティ地域の地方公共団体も関与した、事業
実施体制、管理体制等

オ 災害等による大規模停電時の対応マニュアル
災害等による大規模停電時において地域マイクログリッド
の構築の際の担務ごとの対応事業者、対応内容

カ 地域マイクログリッド構築スケジュール
各種許認可のスケジュールや設計施工、導入工事に係る
スケジュール

キ
地域マイクログリッド構築に係る各種関連法規の整
理及び対策

電気事業法等の関連法規との関連と、事業に与える影
響及びその対策

ク
平常時の需給調整シミュレーション及び災害対応訓
練の実施計画

平常時の具体的な需給調整シミュレーションの方法、災
害対応訓練の実施計画

ケ 地域マイクログリッドの安全面の担保
地域マイクログリッド内の短絡・地絡事故検知等の安全
性

コ 地域マイクログリッド構築における事業化可能性
事業採算性、資金調達、補助対象設備及び再エネ電
源の平常時の活用方法

６．導入プラン作成



6.1.1 ④地域マイクログリッドの必要性・目的の決定

「５．事前の全体構想」で検討した事業の必要性や目的を具体化し、決定します。なお、地域マイ

クログリッドの構築は地方公共団体との連携や地域住民の理解が必要な場合が多く、また地域の一

般送配電事業者の協力も不可欠です（守秘義務契約が必要になるでしょう）。各ステークホルダー

との調整を円滑に進めるためにも、また地域マイクログリッド構築に向けた判断にブレが生じないよう、

関係者と協議検討の上で決定しましょう。その際には、事業者の想定する地域マイクログリッドと地方

公共団体のニーズ・防災施策・方針との齟齬がないかを確認し、地域の電源事業（離島や系統の

末端等）、平時における設備の利活用等を考慮してください。

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 「平常時は下位系統で潮流を把握、制御(※)し、災害等による大規模停電時には、他の

系統線から解列し自立的運用を行う地域マイクログリッド」という考えに則ったものとしてくださ

い。

※ 蓄電池等の調整力を活用した負荷平準化や需給バランスのモニタリング等による潮流の把握

・地域マイクログリッドの認知度が低く、将来的な地域住民の納得を得られる説明が難しい

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

６．導入プラン作成

6.1.2 ⑤一般送配電事業者との系統利用に関する相談

対象地域の一般送配電事業者に対して、地域マイクログリッドの必要性及び目的などを踏まえて、系

統線の活用可能性について確認します。関連する現行法をご理解の上、想定する地域マイクログリッ

ドの範囲、及び系統線の活用範囲を定めた上で系統線の活用可能性及び地域マイクログリッドの構

築可能性をご検討ください。

なお、『地域マイクログリッド構築及び運用に係る整理の例（P.74,75参照）』及び『地域マイクログ

リッド構築支援事業に係る一般送配電事業者の見解（P.76-79参照）』は必ずご確認ください。

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。

 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 系統線の活用が含まれる地域マイクログリッドであること。

※ 災害等による大規模停電時に系統線を活用せず電力自営線のみで構築されるエネル

ギーシステムは対象外とする。

④地域マイクログリッドの必要性・目的の決定
⑤一般送配電事業者との系統利用に関する相談



6.1.3 ⑥電力供給対象施設の検討（防災施設含む）

地域マイクログリッド発動時に電力を供給する対象となる施設を検討します。電力供給対象施設は

地域住民の理解（公平性や公共性を考慮）を得ることが重要です。また、電力供給対象施設まで

の配電線にぶら下がる一般需要家や分散型電源の有無も、地域マイクログリッド発動時の運用時に

区分開閉器の設置や発電設備の規模等に影響します。これらを考慮して検討しましょう。電力を供

給する防災範囲の選定においてトレードオフとなる「電力供給範囲」と「必要な設備規模」（言い換

えれば公平性と現実的な導入規模）のバランスを勘案することが重要です。

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 一定規模のコミュニティ（所有者の異なる建築物が複数存在する地域）内で地域マイクロ

グリッドの構築を図る事業であること。

• 当該コミュニティ地域の地方公共団体が指定する防災に資する施設を含んだ地域マイクログ

リッドであること。

6.1.4 ⑦地域MG対象区域の電力需給規模の検討

地域マイクログリッドの発動時に供給する全ての施設が非常時に必要とする総電力量を想定し、最

大需要電力に耐えうる発電設備を選定します。需要家の電力データを取得する等し、実態に即した

電力供給規模を検討してください。

実際の作業においては、非常時及び平時の電力需要に関する情報が不足することが多く、需給規

模の想定は容易ではありません。また、特に非常時における需給規模の想定は、マイクログリッド発動

時の負荷変動等に耐えられる発電設備の仕様にも関わるため、慎重に行う必要があります。また、地

方公共団体のまちづくり計画を踏まえた需給の増減等も考慮しなければならないこともあるでしょう。

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。

 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 平常時から需給バランスのモニタリングまたは需給調整シミュレーションをおこない、かつ地域マ

イクログリッド運用のための需給調整の仕組みを有する地域マイクログリッドであること。

６．導入プラン作成 ⑥電力供給対象施設の検討（防災施設含む）
⑦地域MG対象区域の電力需給規模の検討



6.1.5 ⑧一般送配電事業者との協議と承諾（系統線活用等）

電力供給先施設や電力需給規模の想定が立った後に、改めて一般送配電事業者との系統利用に

関する具体的な協議を実施します。接続検討書などの手続きが必要となり、一般送配電事業者に

おける検討期間を一定程度要することがあるため、計画的に協議を開始することが大事です。

系統の空き容量や逆潮流の可否、関連法規等は現行法を考慮したうえで現実的な運用方法を検

討してください。地域マイクログリッドエリア内でマイクログリッド発動時に電力供給の対象外とする一般

需要家や、 BCP対策済みで停電時に自立運転が可能な施設がある場合で、それらを系統から切り

離す必要がある場合、区分開閉器だけではなく低圧負荷の切り離し等の運用が必要となりますが、

新たに設置が必要な場合誰が行うのか、MG発動時に区分開閉器等の運用や低圧負荷の切り離し

を誰が行うのかといった点についても詳細な検討を実施してください。協議の進展により、複雑な配電

網による特定地域へのグリッド構成が困難で、「地域マイクログリッドが必要な範囲」と、「構成可能な

地域マイクログリッド範囲」の齟齬が生じるケースも想定されます。

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 本補助事業で定める地域マイクログリッドは系統の配電線活用が必須です。【参考】 地域マ

イクログリッド構築及び運用に係る整理（P.74,75参照）は一般送配電事業者との協議

検討を進めるにあたり、参考として活用してください。

6.1.6 ⑨設備設置場所の調整・承諾

対象地域の設備設置予定場所の所有者に対して、地域マイクログリッドの概要、メリット及び目的など
を説明し、地域マイクログリッドの対象地域となること及び設備設置の承諾を得ましょう。特に、再エネ設
備導入予定地の利用承諾と、設置予定場所が市街地であった場合に、空きスペースや導入適地を確
保できるかどうかに留意してください。

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。

・設備導入をした場合の事業性について見通しが立ちづらいために説得に苦慮し、導入先の合意形
成や設備導入の確約を取ることが難しい

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 事業実施場所における地元調整や許認可等の見込みが示されていない場合採択されない

場合があります。

６．導入プラン作成 ⑧一般送配電事業者との協議と承諾（系統線活用等）
⑨設備設置場所の調整・承諾



6.1.7 ⑩住民（地方公共団体）への説明・承諾

対象地域の需要家に対して、地域マイクログリッドの概要、メリット及び目的などを説明し、地域マイク

ログリッドの対象地域となることの承諾を得ましょう。都市部の場合は特にマイクログリッド発動時に周

辺の電力系統へも影響する場合があるため、地域マイクログリッド内の住民だけではなく、周辺エリアの

住民への説明と理解が必要となることも忘れてはいけません。

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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・地域マイクログリッドは地方公共団体組織内で横断的に検討する必要があり（災害対応は危機
管理室で、避難所が学校であれば教育委員会である、等）、地方公共団体内の温度差もあって、
意見調整、合意形成に時間がかかる

・地域マイクログリッド周辺エリアの住民へ説明する際のアプローチ手段が限られている

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 事業実施場所における地元調整や許認可等の見込みが示されていない場合採択されない

場合があります。

６．導入プラン作成 ⑩住民（地方公共団体）への説明・承諾



6.1.8 ⑪地域MGの基本計画の決定

地域マイクログリッドの基本計画を決定します。需要家のメリット、平常時の収益性、系統の利用（公

衆安全、電力保安および電力品質の確保）、電力需給バランスの確保、設備、長期的なまちづくり、

管理者の存在などの条件をすべてクリアし、対象地域の需要家、当該需要家に電力を供給する小売

電気事業者、一般送配電事業者、地方公共団体、地域マイクログリッド事業者の連携体制が支障

なく行えるよう、関係者間で合意の得られるものになっているかを確認してください。

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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・地方公共団体が要望する防災施設等は市街地にあることが多く、一方で地域マイクログリッドの構
成設備となる再エネ拠点は市街地を外れた場所にあるため、事業者と地方公共団体の間に齟齬
がある

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 作成されるマスタープランに、下記ア）～コ）の内容が含まれており、実績報告時に成果報

告書として提出できること。

ア） 地域マイクログリッドの対象区域

イ） 地域マイクログリッドで構築するシステム詳細

ウ） 地域マイクログリッドのエネルギー調整管理詳細

エ） 地域マイクログリッドの実施体制・事業スキーム及び管理体制

オ） 災害等による大規模停電時の対応マニュアル

カ） 地域マイクログリッド構築スケジュール

キ） 地域マイクログリッド構築に係る各種関連法規の整理及び対策

ク） 平常時の需給調整シミュレーション及び災害対応訓練の実施計画

ケ） 地域マイクログリッドの安全面の担保

コ） 地域マイクログリッド構築における事業化可能性

６．導入プラン作成 ⑪地域MGの基本計画の決定



6.2 導入プラン作成にあたって決定すべき事項

ここまでの内容ではマイクログリッド構築にあたって踏むべきステップについての説明でしたが、ここからはマ

イクログリッド構築にあたって決めておくべき以下の事項について説明します。

ア）地域マイクログリッドの対象区域

イ）地域マイクログリッドで構築するシステム詳細

ウ）地域マイクログリッドのエネルギー管理詳細

エ）地域マイクログリッドの実施体制・事業スキーム及び管理体制

オ）災害等による大規模停電時の対応マニュアル

カ）地域マイクログリッド構築スケジュール

キ）地域マイクログリッド構築に係る各種関連法規の整理及び対策

ク）平常時の需給調整シミュレーション及び災害対応訓練の実施計画

ケ）地域マイクログリッドの安全面の担保

コ）地域マイクログリッド構築における事業化可能性
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６．導入プラン作成

6.2.1 「ア）地域マイクログリッドの対象区域」の概要

この検討項目では、地域マイクログリッドの対象区域を決定します。地域マイクログリッド構築にあたって

基礎となる検討項目ですが、後述する導入プランの他検討項目によって適宜修正が入りますので、

最終的なマイクログリッド対象区域の決定は、最低でもP.12に示した導入プラン作成手順のうち、下

記に示す内容の見通しが立ってから行うことになるでしょう。

⑥電力供給対象施設の検討（防災施設含む） （P.29）

⑦地域MG対象区域の電力需給規模の検討 （P.29）

⑧一般送配電事業者との協議と承諾（系統線活用等） （P.30）

⑨設備設置場所の調整・承諾 （P.30）

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。

 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 対象となる地域の対象範囲及び災害等による大規模停電時の電力供給区域を明確に成

果報告書に記載すること。

• 地方公共団体が指定した防災拠点施設についても明確に成果報告書に示されていること。

• 一定規模のコミュニティ（所有者の異なる建築物が複数存在する地域）内で地域マイクロ

グリッドの構築を図る事業であること。

• 当該コミュニティ地域の地方公共団体が指定する防災に資する施設を含んだ地域マイクログ

リッドであること。

• 本補助事業で定める地域マイクログリッドは系統の配電線活用が必須です。【参考】 地域マ

イクログリッド構築及び運用に係る整理（P.74,75参照）は一般送配電事業者との協議

検討を進めるにあたり、参考として活用してください。

ア）地域マイクログリッドの対象区域の決定



6.2.2 「イ）地域マイクログリッドで構築するシステム詳細」の概要

この検討項目では、導入予定のシステム及び活用するエネルギー設備等を全て含めた全体のシステ

ムの詳細を決定します。検討すべき項目としては下記６点が挙げられます。詳細は次ページ以降で

解説します。

(1)一般送配電事業者と、地域マイクログリッド外の周辺系統への影響の確認・相談

(2)一般送配電事業者と、地域マイクログリッド内の送配電設備等の構成の確認・相談

(3)地域マイクログリッド内の負荷設備の確認と、平常時・非常時それぞれの需要電力量の想定

(4)地域マイクログリッド内の再生可能エネルギー発電設備・需給調整に用いる設備要件の抽出

と、それに伴う設備の新設・増減設・撤去検討

(5)一般送配電事業者と、地域マイクログリッド内外の送配電設備の利用に伴う要件の抽出とシ

ステム改修検討

(6)地域マイクログリッド全体のシステムの決定

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 導入予定のシステム及び活用するエネルギー設備等を全て含めた全体のシステムの詳細を

成果報告書に記載すること。

• 下記①～③の全ての設備の活用を含む地域マイクログリッドであること。

① 再生可能エネルギー発電設備

② 需給調整力設備

③ エネルギーマネジメント機器

• 系統線の活用が含まれる地域マイクログリッドであること。

• 保安・事故検知設備の設置と、連絡体制が適切であること。

６．導入プラン作成 イ）地域マイクログリッドで構築するシステム詳細



35

6.2.2.1 (1)一般送配電事業者と、地域マイクログリッド外の周辺系統への影響の

確認・相談

地域マイクログリッドを構築する場所が、離島や系統の末端ではない場合、非常時からの復電時

に隣接地域に及ぼす影響について確認、検討するようにしましょう。電力の復旧時の地域マイクロ

グリッド停止の際に隣接地域への復電遅延が生じる可能性とその対策についても忘れずに検討を

してください。ただし、解列点が複数ある場合、マイクログリッド発動後は系統が復旧しても系統から

の送電ができない地域があるため、速やかに、マイクログリッド運用から系統による送電への切替え

が必要となる場合があることに留意が必要です。なお、副次的に影響を受ける可能性のある隣接

地域住民がいる場合は、その説明責任が発生する可能性についても視野にいれておく必要があり

ます。

6.2.2.2 (2)一般送配電事業者と、地域マイクログリッド内の送配電設備等の構成

の確認・相談

地域マイクログリッド内の需給や発電設備の容量等を考慮した上で、保護方式、制御方法、機

器構成の検討および、非常時における操作（系統に接続される低圧の一般需要家の切り離し

方法、操作担当等）等の確認、検討しましょう。検討等にあたっては複雑な配電網を事業者も

把握することが必要になりますが、系統に関する情報に制限があり、一般送配電事業者の協力が

あったとしても相当に工数がかかることが予想されます。設備設計や機器選定に時間を要するので、

スケジュールには気を配る必要があるでしょう。

6.2.2.3 (3)地域マイクログリッド内の負荷設備の確認と、平常時・非常時それぞれ

の需要電力量の想定

地域マイクログリッドを構成する負荷設備の現況と設備スペック、実運用データを元にした、平常

時・非常時の需要電力量を想定します。施設そのものの需要データは小売電気事業者等から、

変電所のフィーダ（系統線）ごとの需要データは一般送配電事業者から、それぞれ受領する等、

できるだけ正確なデータを元に想定する必要があるため、留意が必要です。

・負荷設備の確認や設計において各施設から図面の提供を得られないことや、図面と現況が相違し
ていることがある

・需要データは秘密情報扱いであり、提供する事業者内での手続きに時間がかかる

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

６．導入プラン作成 イ）地域マイクログリッドで構築するシステム詳細
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6.2.2.4 (4)地域マイクログリッド内の再生可能エネルギー発電設備・需給調整に用

いる設備要件の抽出と、それに伴う設備の新設・増減設・撤去検討

地域マイクログリッドにおいて主たる電力供給源である再エネ設備について、電力需給データや現

状の系統容量等を勘案した設備要件の抽出を行い、必要に応じて新設、増設等の検討を行いま

す。再エネ設備は出力が不安定であることが多く、負荷の変動に耐えうる調整力設備等も同時に

検討が必要でしょう。また、地域マイクログリッド発動の起因となる大規模災害等の発生にも耐えう

る設備、場所の選定も考慮しましょう。

6.2.2.5 (5)一般送配電事業者と、地域マイクログリッド内外の送配電設備の利用

に伴う要件の抽出とシステム改修検討

送配電設備に関し、各種関連法規への適合や、マイクログリッドの構築のために必要な仕様と、そ

れにあわせたシステム改修について、一般送配電事業者と協議を行ってください。このときに、地域マ

イクログリッド発動時および平常復旧時の系統内の確認方法・作業の時間短縮についても押さえて

おく必要があります。

6.2.2.6 (6)地域マイクログリッド全体のシステムの決定

ここまでの検討結果を踏まえて、地域マイクログリッド全体のシステムを決定します。需給データおよ

び予測を元にした設備仕様や設備構成はもちろん、設備の運用面も踏まえた上でシステムを構築

し、さらにシステムの効果、妥当性の検証をしてください。一方で、再エネを主体とした地域マイクログ

リッドは国内事例が少なく、システム全体の妥当性の評価が難しい、制御装置（EMS等）は個々

の地域マイクログリッドにあわせて新規開発が必要になることがあるが、設備、仕様を含めて妥当かど

うかの基準が少ないといったこともあるので、外部の有識者等、幅広い知見を集約する必要がある

でしょう。また、地域マイクログリッドを継続的に運用するため、事業性も考慮することも重要です。

・電力供給エリア（配電系統）にある既設発電設備の調査にかなりの労力がかかる

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

・需要量が大きくないとコストが高くなり採算が合わないが、一方でエリアを拡大すると協議事項が増
えて実現性が乏しくなるため、実現可能な範囲での小規模なシステムとしてスモールスタートさせざ
るをえない

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

６．導入プラン作成 イ）地域マイクログリッドで構築するシステム詳細



6.2.3 「ウ）地域マイクログリッドのエネルギー調整管理詳細」の概要

この検討項目では、当該地域マイクログリッド内の発電量その他のデータに基づく需給調整の制御方

法等を決定します。検討すべき項目としては下記１１点が挙げられます。詳細は次ページ以降で解

説します。

(1)需給バランスの計算(非常時の運用に必要な蓄電池設備の変換機容量、蓄電池容量、等)

(2)潮流計算(マイクログリッド内の電圧変動)

(3)瞬時値解析(マイクログリッド起動シーケンスの妥当性の確認、マイクログリッド起動時の突入

電流の影響、等)

(4)必要電源設備容量の決定

(5)再生可能エネルギー発電設備の制御方法の決定

(6)需給調整に用いる設備の制御方法の決定

(7)需要家側設備の制御方法の決定

(8)電力計測方法の決定

(9)再生可能エネルギー発電設備、需給調整に用いる設備、EMS機器、その他設備の個別概

略仕様の決定

(10)システム全体設計の決定

(11)エネルギー調整におけるシステム運用上の課題の確認とその対応の検討

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 平常時から需給バランスのモニタリングまたは需給調整シミュレーションをおこない、かつ地域マ

イクログリッド運用のための需給調整の仕組みを有する地域マイクログリッドのマスタープランを

作成すること。

６．導入プラン作成 ウ）地域マイクログリッドのエネルギー調整管理詳細
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6.2.3.1 (1)需給バランスの計算(非常時の運用に必要な蓄電池設備の変換機容

量、蓄電池容量、等)

地域マイクログリッドは非常時に一般送配電事業者の復旧の手段として発動された場合、確実に

運用できるようにすることが重要です。そのため、再エネ設備の発電電力量と蓄電池等の出力や

容量からなる供給量と、非常時に想定される需要量を比較し、需給バランスが適切か確認する

必要があります。需給バランスが適切でない場合、再エネ設備の容量を増減させたり、マイクログ

リッドの範囲を変更し需要量を調整するなどの検討が必要となります。なお、非常時に備えて蓄電

しておくべき電力量や、非常時の想定運用時間も考慮すること（次ページ6.2.3.4も参照）が

必要です。

6.2.3.2 (2)潮流計算(マイクログリッド内の電圧変動)

地域マイクログリッド全体で、どのような種類の発電・負荷があり、その電圧変動要因を想定し、挙

動を把握することで地域マイクログリッド内の電圧変動をモデル化しましょう。また、地域マイクログ

リッドは系統線に逆潮流するため、検討過程において再エネ出力が安定しないことも考慮したうえ

で、法定電圧を逸脱しないための、安定・安全運転を担保する必要も出てくるかもしれません。

6.2.3.3 (3)瞬時値解析(マイクログリッド起動シーケンスの妥当性の確認、マイクロ

グリッド起動時の突入電流の影響、等)

地域マイクログリッドは系統電源喪失後に発動するため、起動時のシーケンスが適切でないと、突

入電流によって供給電力がオーバーし、電源停止や設備の故障等の不具合が発生する可能性

があります。また、需要家の負荷投入によってマイクログリッド内の電圧低下が発生することもあるた

め、起動シーケンスを含めた瞬時値解析、シミュレーションを実施しましょう。データ解析に用いる需

要家側のデータは、できるだけ精度の高いものを用いてください。

・非常時の電力負荷想定の基準となるデータが乏しいため容量の検討が難しい

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

・負荷設備の所有者も設備利用状況を完全に把握できているとは限らず、電圧変動要因の想定
が難しい

・供給先が配電線単位の場合に、電圧変動要因の特定が困難

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

・実際に地域マイクログリッドが発動するのは大規模災害時等のため、高負荷設備の電源投入が平
常時のものとは異なることが予想されるが、その想定が難しい

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

６．導入プラン作成 ウ）地域マイクログリッドのエネルギー調整管理詳細



6.2.3.4 (4)必要電源設備容量の決定

地域マイクログリッドのメイン電源は再エネ設備ですが、再エネ設備は発電量が不安定であることが

多いため、エネルギー調整のための非常用電源の検討も重要です。非常時の電力負荷想定から、

必要な電源の仕様を決めましょう。非常時の運用をベースとした負荷変動パターン、モデルから仕

様を検討しつつ、個別機器の突入電流に対する安全の確保も忘れずに考慮しましょう。蓄電池

容量の検討にあたっては、地域マイクログリッドの運用日数や需要電力量（積算）、再エネ発電

量（積算）等の諸条件を考慮して、非常時に備えて蓄電しておくべき必要電力量を確認し、平

常時に利用が想定される蓄電池容量と合わせて、蓄電池全体の容量を決定します（図6.1）。

6.2.3.5 (5)再生可能エネルギー発電設備の制御方法の決定

メイン電源の再エネ設備からの発電量と負荷設備の需要量をバランスさせるための制御方法を検

討します。比較的安定的な発電が期待できる水力やバイオマス発電ではなく、不安定な太陽光

発電の比重が高い場合においては、設備の制御が重要になります。
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・突入電流に対する安全確保のために余裕をもたせることによるコストとのバランスが難しい

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

６．導入プラン作成 ウ）地域マイクログリッドのエネルギー調整管理詳細

図6.1 非常時に備えて蓄電しておくべき必要電力量と蓄電池容量の考え方の例
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6.2.3.6 (6)需給調整に用いる設備の制御方法の決定

蓄電システムは需給調整に大きく貢献をする設備なので、再エネ設備から供給される電力を効率

よく利用するための充放電制御は、地域マイクログリッドの安定性を左右する要素です。再エネ設

備の発電量の現状値および統計的予測値と負荷側の系統ごとの電力量（または非常時に確保

すべき電力量）の設定、非常時に備えて蓄電しておくべき必要電力量を確保する方法、需給調

整用の設備の制御方法を検討しましょう。

6.2.3.7 (7)需要家側設備の制御方法の決定

地域マイクログリッド発動時には電圧の適切な管理のために需要家の負荷設備について何らかの

形で制御し、地域マイクログリッドの発動状態を維持する必要があります。そのため、特に大規模な

負荷設備を持つ需要家とは、地域マイクログリッド発動時の運転シーケンス等を検討しておく必要

があります（負荷設備の健全性確認や設備操作、災害等で電気主任技術者等が現地に到着

できない場合等）。一般需要家の負荷については制御手段が限られていることもあり、想定外の

負荷設備の接続等への対策も検討しましょう。

6.2.3.8 (8)電力計測方法の決定

地域マイクログリッドでは需要家が利用した電力量を平常時と非常時で区別する必要があります。

また、それに応じた電力料金の支払い、託送料の取り決めを需要家や電力小売事業者、一般

送配電事業者と調整、協議しておきましょう。

6.2.3.9 (9)再生可能エネルギー発電設備、需給調整に用いる設備、EMS機器、

その他設備の個別概略仕様の決定

平常時、非常時の両方に対応した仕様や、個々の機器間のインターフェイス接続等、個別の概

略仕様について、有用性、運用面、コスト面等を加味して決定しましょう。

6.2.3.10 (10)システム全体設計の決定

ここまでの検討が終わったら、最終的なシステム全体の設計を行います。システム全体の設計にお

いては、設備同士の相関関係が重要で、調整の余地のある複数の要素やパラメータを洗い出し、

システム全体で最適化をする必要があるでしょう。また、一般的に地域マイクログリッドは再エネ設

備、需給調整に用いる設備、負荷設備等、所有者が複数存在し、運用面での調整も含めてシ

ステム全体を設計します。

・ごくまれな地域マイクログリッド発動時のために、全ての需要家と個別の需給契約を締結することが
難しい

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

６．導入プラン作成 ウ）地域マイクログリッドのエネルギー調整管理詳細



6.2.3.11 (11)エネルギー調整におけるシステム運用上の課題の確認とその対応の

検討

システム設計で仕様が固まった上で、実運用上の課題を洗い出しましょう。特に地域マイクログリッド

は、その地域での企業や住民の流入・流出も運用に影響を与えることがあります。設備構築後の

個々の設備のメンテナンスはもちろん、発電設備または負荷設備の増設、撤去や新規需要家の

流入、既存の需要家の流出による想定負荷への対応等も検討することが必要です。

6.2.4 「エ）地域マイクログリッドの実施体制・事業スキーム及び管理体制」の概要

この検討項目では、当該コミュニティ地域の地方公共団体も関与したコンソーシアム体制を決定し

ます。検討すべき項目としては大きくは３点ですが、責任範囲・役割分担においてはマイクログリッド

構築の前と後、さらに構築後においては平常時と非常時に分けて考える必要があります。詳細は次

ページ以降で解説します。

(1)実施体制の確認（事業主体、地方公共団体等、一般送配電事業者等の関係者の整

理）

(2)責任範囲・役割分担等の決定

＜構築前＞

a)地域マイクログリッドで構築するシステムの検討、エネルギー調整管理詳細の検討を行う者の

決定

b)災害等による大規模停電時の対応マニュアルの策定、関係者及び地域住民への説明、地

域マイクログリッド発動訓練の実施計画の策定を行う者の決定

c)地域マイクログリッド構築スケジュール、地域マイクログリッド構築における事業化可能性の検

討を行う者の決定

d)資金調達・設備保有を行う者の決定

＜構築後・平常時＞

a)再生可能エネルギー発電設備、需給調整に用いる設備、EMSの運用管理・保守を行う者

の決定

b)マイクログリッド発動時／復旧時に使用する受変電設備等の負荷設備（需要家設備）の

保守を行う者の決定

c)マイクログリッド内外のマイクログリッド発動時／復旧時に必要な送配電設備（遮断設備

等）の保守を行う者の決定

d)マイクログリッド内の送配電系統の運用管理・その他送配電設備の保守を行う者の決定

e)事業体（コンソーシアム）の運営を行う者の決定

41

６．導入プラン作成 エ）地域マイクログリッドの実施体制・事業スキーム及び管理体制



＜構築後・非常時＞

a)マイクログリッド関係者への周知を行う者の決定

b)再生可能エネルギー発電設備、需給調整に用いる設備、EMS（需給調整）の運用を行う

者の決定

c)マイクログリッド発動時／復旧時に使用する受変電設備等の負荷設備（需要家設備）の

運用を行う者の決定

d)マイクログリッド内外のマイクログリッド発動時／復旧時に必要な送配電設備（遮断設備

等）の運用を行う者の決定

e)マイクログリッド内の送配電系統の運用管理を行う者の決定

(3) 各種運用規程、契約の締結

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 地域マイクログリッドの実施体制・事業スキーム及び管理体制

当該コミュニティ地域の地方公共団体も関与したコンソーシアム体制を具体的に記載すること。

• 下記ア）～エ）を含む共同事業体（以下、「コンソーシアム」という。）にて運用される地域

マイクログリッドのマスタープランを作成すること。

ア）地方公共団体

イ）地域マイクログリッドにおいて活用する設備（補助対象設備以外を含む）を所有・活用

する事業者

ウ）当該地域マイクログリッド内の電力安定供給に係る需給バランスの調整を行う事業者

エ）その他、地域マイクログリッドの運用に必要不可欠な事業者

※ コンソ―シアムとは、当該地域マイクログリッドの運用を行うために必要な内容を定めた契約

等により結成される共同体や任意団体等。なお、コンソーシアムに含まれる事業者を変更する

場合、その役割・機能を維持すること。

• 申請にあたっては、上記の補助事業者と事業実施場所の地方公共団体（資金拠出は必

須としない）の共同で申請を行うこと。

６．導入プラン作成 エ）地域マイクログリッドの実施体制・事業スキーム及び管理体制
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6.2.4.1 (1)実施体制の確認（事業主体、地方公共団体等、一般送配電事業者

等の関係者の整理）

地域マイクログリッドは関係者が多いので、必ず事前に整理を行っておきましょう。抜け漏れがない

ように体制を確認しましょう。

6.2.4.2 責任範囲・役割分担等の決定

6.2.4.2.1 a)責任範囲・役割分担等の決定（マイクログリッド構築前）

地域マイクログリッドの運用にあたっては、関係者間の責任範囲、役割分担を明確にすることが必

要です。マイクログリッド構築前に最低限考えなくてはならないものとして下記のようなカテゴリーが考

えられます。その他、地域マイクログリッドの特性によってはさらに必要な役割があるかもしれません。

・地域マイクログリッドのシステムの検討、エネルギー調整管理詳細の検討を行う者

・災害対応マニュアルの策定、関係者及び地域住民への説明、地域マイクログリッド

発動訓練の実施計画の策定を行う者

・地域マイクログリッド構築スケジュール、地域マイクログリッド構築における事業化可

能性の検討を行う者

・資金調達・設備保有を行う者

・地域マイクログリッド発動時に発生した損害や電力供給の不公平感等、考慮すべき要素が多く、
責任区分の線引きが難しい

・事業費の負担のこともあり、事業主体、地方公共団体、一般送配電事業者等ステークホルダー
間の調整に時間がかかる

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

・災害対応マニュアルの策定者においては、地方公共団体で作成している既存の災害対応マニュア
ルとの整合性をとる必要があり、そのマニュアルがアップデートされた際にも対応が求められる

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

６．導入プラン作成 エ）地域マイクログリッドの実施体制・事業スキーム及び管理体制
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6.2.4.2.2 b)責任範囲・役割分担等の決定（マイクログリッド構築後・平常時)

責任範囲・役割分担は、マイクログリッド構築前と後では異なりますので、それぞれ決めておく必要

があります。特に将来的な防災計画やまちづくりといった要因で関係者が流動的に変化することが

予想されますので、定期的に責任範囲・役割分担等は見直すことが重要です。地域マイクログリッ

ド構築後（平常時）に想定されるものは下記の通りです。

・再生可能エネルギー発電設備、需給調整に用いる設備、EMSの運用管理・保守を

行う者

・マイクログリッド発動時／復旧時に使用する受変電設備等の負荷設備

（需要家設備）の保守を行う者

・マイクログリッド内外のマイクログリッド発動時／復旧時に必要な送配電設備

（遮断設備等）の保守を行う者

・マイクログリッド内の送配電系統の運用管理・その他送配電設備の保守を行う者

の決定事業体（コンソーシアム）の運営を行う者

もちろん構築前と同じ体制となる可能性もありますが、前述したとおり、地域マイクログリッド内の構

成は流動的に変わりうるので、常に同じとは限らない点について注意してください。

・各運用管理コスト、保守コストを勘案する必要があるが、そうしたコストの算出が難しいため、責任
範囲・役割分担に影響がある

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

６．導入プラン作成 エ）地域マイクログリッドの実施体制・事業スキーム及び管理体制
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6.2.4.2.3 c)責任範囲・役割分担等の決定（マイクログリッド構築後・非常時）

最後に、地域マイクログリッドが発動した非常時の責任範囲・役割分担を明確にします。大規模

な混乱が予想される非常時においても、それぞれの責任範囲・役割分担に応じたオペレーションを

滞りなく実行するために、特に各関係者の合意が必要です。非常時に想定されるものは以下の通

りです。

・マイクログリッド関係者への周知を行う者

・再エネ発電設備、需給調整に用いる設備、EMS（需給調整）の運用を行う者

・マイクログリッド発動時／復旧時に使用する受変電設備等の負荷設備（需要家設備）の運

用を行う者

・マイクログリッド内外のマイクログリッド発動時／復旧時に必要な送配電設備（遮断設備等）の

運用を行う者

・マイクログリッド内の送配電系統の運用管理を行う者の決定

非常時の責任範囲・役割分担においては、前提として大規模災害等が想定されますので、通信

遮断や現地での操作が不可能となることを想定した対応等も考慮する必要があるでしょう。

6.2.4.3 (3)各種運用規程、契約の締結

地域マイクログリッドの適切な運用や管理を行う上で、地権者、設備保有者、設備の占有者間

での協定や契約が必要となることもあるでしょう。また、地域マイクログリッド発動時には他人の資産

（系統等）を利用することになるが、その際の保険等、責任分界点を明確にする必要があるかも

しれません。

６．導入プラン作成 エ）地域マイクログリッドの実施体制・事業スキーム及び管理体制



6.2.5 「オ）災害等による大規模停電時の対応マニュアル」の概要

この検討項目では、災害等による大規模停電時において地域マイクログリッドの構築を行う際の、担務毎

の対応事業者及び対応内容を決定し、さらに地域マイクログリッド内避難施設の運用マニュアルの策定を

行います。検討すべき項目としては下記９点が挙げられます。詳細は次ページ以降で解説します。

(1)停電の原因調査・復旧の見通し調査手順の決定

(2)マイクログリッド切替要請・承認手順の決定

(3)マイクログリッド関係者への周知手順の決定

(4)開閉器等操作・マイクログリッドモードへの切替手順の決定

(5)電源起動手順の決定

(6)復旧判断手順の決定

(7)マイクログリッド関係者への周知手順の決定

(8)発電機の停止手順の決定

(9)配電線の切戻し・通常運転モードへの切替手順の決定

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。

本事項は、導入プランの段階では上記の検討、決定をしますが、地方公共団体の定める防災マニュ

アル等の改定や、コンソーシアム体制の変化に合わせて、導入プラン後も継続的にブラッシュアップを実

行する必要があります。
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 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 災害等による大規模停電時において地域マイクログリッドの構築を行う際の、担務毎の対応

事業者及び対応内容を具体的に成果報告書に記載すること。

• 本補助事業で定める地域マイクログリッドは系統の配電線活用が必須です。【参考】 地域マ

イクログリッド構築及び運用に係る整理（P.74,75参照）は一般送配電事業者との協議

検討を進めるにあたり、参考として活用してください。

６．導入プラン作成 オ）災害等による大規模停電時の対応マニュアル
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6.2.5.1 (1)停電の原因調査・復旧の見通し調査手順の決定

非常時の際の停電原因が系統側、需要家側どちらにあるのか、停電時間の目安、マイクログリッド

事業者等への連絡手段等をマニュアル化しましょう。重要なこととして、大規模災害等が発生して

いる状況ということを前提に考える必要があります。例えば停電の原因調査を、系統を管理する一

般送配電事業者が行う場合に、地域マイクログリッドのための人員確保が難しいといったことを想定

しておく必要があるかもしれません。

6.2.5.2 (2)マイクログリッド切替要請・承認手順の決定

大規模災害等が起きた際に、地域マイクログリッド発動の条件設定（停電の規模や時間、その

他の発動要因等）、地域マイクログリッドの発動決定は誰がするのか、要請は誰が誰に対して行

うのか等を決定しましょう。特に、地域マイクログリッド発動の起点となる停電情報を、非常時にお

いても確実に各関係者に連携する方法と、最終的な判断の伝達について必ず考慮するようにして

ください。

6.2.5.3 (3)マイクログリッド関係者への周知手順の決定

地域マイクログリッドが発動する際の関係者への周知について検討をし、マニュアル化します。この場

合に、関係者をカテゴライズし、それぞれについてどのように周知するかを決めるとよいでしょう。カテゴ

ライズの例としては、「需要家」「発電設備所有者」「地域防災拠点等指定施設」等です。それぞ

れの関係者カテゴリーごとに必要な情報、手段が異なるので、これを整理することが重要でしょう。

・非常時には一般送配電事業者は公平性の観点から地域マイクログリッド事業へ優先的に協力す
ることが難しいため、対応範囲に限界がある

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

６．導入プラン作成 オ）災害等による大規模停電時の対応マニュアル
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6.2.5.4 (4)開閉器等操作・マイクログリッドモードへの切替手順の決定

非常時の地域マイクログリッド発動においては、その状況から手動で切り替える必要があり、また操

作する場所が複数個所であることが多いと予想されます。そのため、マイクログリッドモードへの切替

には人員と時間が必要ですが、地域マイクログリッドの主旨からすると、切替にかかる人員、時間を

できるだけ削減することが求められます。このことを念頭におき、切替手順のマニュアル化を実施しま

しょう。

6.2.5.5 (5)電源起動手順の決定

地域マイクログリッド発動時の電力供給の開始はグリッド内の配電線の健全性が確認できてから行

う必要があり、また、地域マイクログリッド全体の最適な運用をするために分散している電源の管理

者が設備の操作を行わなければなりません。そのため、個々の運用手順のみならず、各電源設備

の管理者間の連携についても細かく手順化を行います。

6.2.5.6 (6)復旧判断手順の決定

停電から回復する際は、非常時の地域マイクログリッドを停止させる必要があります。停止が遅れ

れば系統の電力復旧に遅延が生じ、地域の需要家に大きな不利益を与えるため、いつ復旧する

のかの判断基準および手順について、必ず決めておく必要があります。

6.2.5.7 (7)マイクログリッド関係者への周知手順の決定

前項でも見たとおり、電力復旧の際には非常時の地域マイクログリッドから迅速な切り替えが必要

になります。そのため、復旧判断とその実行時期について地域マイクログリッド関係者に正確かつ速

やかに情報共有を行う手順を決定しましょう。また、復旧判断は系統線を管理している一般送配

電事業者が行うこととなりますが、連絡漏れ等あればそれだけで復旧が遅れる可能性がありますの

で、連絡先の管理も含めて考慮することが必要となるでしょう。

・系統の操作は一般送配電事業者側が行うが、公平性の観点から地域マイクログリッドの作業を優
先的に行うことができないため、なんらかのフォローが必要

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

６．導入プラン作成 オ）災害等による大規模停電時の対応マニュアル
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6.2.5.8 (8)発電機の停止手順の決定

電力が復旧する際の、非常時の地域マイクログリッド停止の手順を定めます。一連の作業は地

域マイクログリッドの停止通知を受けて各設備の管理者がそれぞれ行うこととなりますので、ある

程度の足並みを揃えなくてはなりません。また、大規模災害等の場合は管理者が現場に到着

できない、または負傷等で対応できない状況も考えられますので、そういった各事業者の状況を

共有するための管理者間の連携方法も含めて検討が必要でしょう。

6.2.5.9 (9)配電線の切戻し・通常運転モードへの切替手順の決定

電力復旧の最後の手順として、配電線の切り戻し・通常運転モードへの切り替え手順を決定

します。この作業は系統線を管理している一般送配電事業者が主体となって行うことが予想さ

れますが、それゆえに地域マイクログリッドからの切り替えの最適な判断をマイクログリッド事業者

が単独で行えないため、一般送配電事業者との連携方法について事前に確認しておく必要が

あります。配電線の切り戻しには一時的な停電が必要となります。自動切り替えモード等、設

備の面で切り戻し作業を補完する場合は、安全性の担保、トラブル時の対応、お客さまへの対

応についても検討を忘れないようにしましょう。

６．導入プラン作成 オ）災害等による大規模停電時の対応マニュアル



6.2.6 「カ）地域マイクログリッド構築スケジュール」の概要

この検討項目では、当該地域マイクログリッド構築の実施スケジュールについて検討します。検討すべ

き項目としては下記４点が挙げられます。詳細は次ページで解説します。

(1)地域マイクログリッド構築完成予定日の設定

(2)各種許認可のスケジュールの確認

(3)設計、製作、施工、試運転スケジュールの確認

(4)全体スケジュール見直しによる完成予定日の再設定

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 実施スケジュールについて、各種許認可のスケジュールや設計施工、導入工事 に係るスケ

ジュールを成果報告書に記載すること。

• 地域マイクログリッド構築事業に進んだ場合、補助事業の完了日は、下記①～⑤を全て完

了させた日とする。

①コンソーシアムの契約締結完了（複数年度事業の場合、原則初年度で

契約締結が必要）。

②補助対象設備の設置工事完了。

③補助対象設備の試運転の完了（検収完了）。

④補助対象経費の全額支出完了。

⑤地域マイクログリッドの構築完了（地域マイクログリッドの運用が可能な状

態であること）。

※ 複数年度事業の場合、完了年度に地域マイクログリッドの構築を完了

すること。

６．導入プラン作成 カ）地域マイクログリッド構築スケジュール



51

6.2.6.1 (1)地域マイクログリッド構築完成予定日の設定

地域マイクログリッドはステークホルダーが多いため、全体の適切なスケジュールの管理ができてい

ないと、遅延等の様々な影響が発生します。足並みを揃えて構築を実施するためにも、地域マ

イクログリッドの完成予定日を関係者で共有し、その実現に向けて一丸となって取り組むことが

必要です。完成予定日の想定には様々な要素がありますが、事業のボトルネックになる部分

（許認可や系統線を利用する場合の技術的な課題解決等が考えられます）については必ず

確認するようにしてください。

6.2.6.2 (2)各種許認可のスケジュールの確認

地域マイクログリッドの前提となる法的な許認可、設備の設置工事に伴う許認可等の洗い出し

を行いましょう。事業性を考慮に入れた配電事業ライセンスの取得等も視野に入れておく必要

もあるでしょう。

6.2.6.3 (3)設計、製作、施工、試運転スケジュールの確認

設備仕様が固まった後の設計から実運用が可能となる試運転までのスケジュールをたてます。

地域マイクログリッドにあわせた規模の設備を新規導入する場合は、特に納期が長期にわたるこ

とも予想されます。

6.2.6.4 (4)全体スケジュール見直しによる完成予定日の再設定

当初立てたスケジュールどおりに進むことはまれなので、適宜全体スケジュールの修正を行います。

マイクログリッド関係者の間で定期的に進捗を確認し、共有する機会を持つとよいでしょう。

・技術的課題解決（保安・電力品質の確保）の方法について、一般送配電事業者の協力のもと
での整理、検討が必要で、その見通しに大きく影響を受ける

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

６．導入プラン作成 カ）地域マイクログリッド構築スケジュール



6.2.7 「キ）地域マイクログリッド構築にかかる各種関連法規の整理及び対策」の

概要

電気事業法等の遵守すべき関連法規の整理と、事業に与える影響及びその対策を国及び一般送

配電事業者と協議し決定します。地域マイクログリッド構築にあたって関連する法規として主なものを

以下に列挙します。ただしこれらはあくまでも地域マイクログリッドに焦点をあてた場合に想定される法

規の一例ですので、ケースバイケースで検討すべき法規が発生する場合があります（例：設置場所

における騒音規制法等）。関連法規の検討は抜け漏れがないように注意して行ってください。

a)電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン

例：分散型電源の設置に伴う保安の確保等

b)消防法

例：非常用発電機燃料の数量と危険物貯蔵区分の上限の兼ね合い等

c)計量法

例：平常時と非常時の電力量の切り分け、需給契約との整合等

d)電気用品安全法

例：地域マイクログリッドに特有な諸条件での安全性確認等

e)保安規制(地方経済産業局産業保安監督部)

例：同一敷地内の既存電気工作物と地域マイクログリッド用電気工作物の区分等

f)電気事業法

例：マイクログリッドを運用する事業者の法的地位の取り扱い等

g)事業規制(資源エネルギー庁経済産業省電力・ガス事業部、地方経済産業局)

例：災害時における緩和規定等

h)事業規制(発電事業、小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業)の考え方の整

理

例：電力無償提供時の緩和規定、有償時の契約の取り扱い等

i)その他、法改正等への対応等

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。

52

 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 電気事業法等の順守すべき関連法規の整理と、事業に与える影響及びその対策を成果報

告書に記載すること。

６．導入プラン作成 キ）地域マイクログリッド構築にかかる各種関連法規の整理及び対策



6.2.8 「ク）平常時の需給調整シミュレーション及び災害対応訓練の実施計画」の

概要

この検討項目では地域マイクログリッド構築完了後、平常時に地域マイクログリッドの発動に向けた具

体的な需給調整シミュレーションの方法及び災害対応訓練の実施計画について決定します。検討す

べき項目としては需給調整シミュレーションにおいては４点、災害対応訓練については３点が挙げられ

ます。詳細は次ページ以降で解説します。

＜平常時の需給調整シミュレーションの検討項目＞

(1)構築後の実データの取得

(2)需給バランスのシミュレーション

(3)潮流計算

(4)結果に対する運用改善、設備改修

＜災害対応訓練の実施計画の検討項目＞

(1)災害対応訓練の大規模停電時の対応マニュアルに則り実施事項の検討

(2)マイクログリッド関係者と実施事項、日程等の調整

(3)目的、訓練実施日、重点項目、留意事項の決定

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。

本事項は、導入プランの段階では上記７項目について検討、決定しますが、地域マイクログリッド

構築完了後の実データ等により、導入プラン後も継続的に実施する必要があります。
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＜平常時の需給調整シミュレーション＞

• 平常時から需給バランスのモニタリングまたは需給調整シミュレーションをおこない、かつ地域マ

イクログリッド運用のための需給調整の仕組みを有する地域マイクログリッドのマスタープランを

作成すること。

• 平常時の具体的な需給調整シミュレーションの方法及び結果を成果報告書に記載すること。

＜災害対応訓練の実施計画＞

• 地域マイクログリッド構築完了後１年以内に、災害等による大規模停電時を想定した災害

対応訓練（設備点検及び電力供給手順の確認を含む）を実施できる地域マイクログリッド

のマスタープランを作成すること。

• 災害対応訓練の実施計画について成果報告書に記載すること。

• 地域マイクログリッド構築事業に進んだ場合、補助事業の完了年度の翌年から５年間は、

最低１年に１回以上の災害対応訓練を実施すること。

６．導入プラン作成 ク）平常時の需給調整シミュレーション及び災害対応訓練の実施計画
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6.2.8.1 平常時の需給調整シミュレーションの検討項目

6.2.8.1.1 (1)構築後の実データ

地域マイクログリッド構築が完了したら、マイクログリッド内の需給調整を最適化するための実データ

収集を行います。スマートメーター等を活用したり、電力小売事業者等の協力を得ることが必要に

なるでしょう。

6.2.8.1.2 (2)需給バランスのシミュレーション

前項で取得する実データを使った需給バランスのシミュレーションの方法を検討します。注意が必要

な点としては、シミュレーションの基になる電力データは信頼性の高い平常時の需給データを用いる

ことを前提としますが、それは平常時のものであって非常時のものとは異なることです。非常時を想

定し、シミュレーションに用いるパラメータを注意深く選択する必要があるでしょう。

6.2.8.1.3 (3)潮流計算

地域マイクログリッドにおける平常時および非常時の潮流のシミュレーション方法を検討します。妥

当性のある潮流計算の実施のための系統情報の入手が前提にあり、さらに非常時を想定したシ

ミュレーションを行う必要があります。

6.2.8.1.4 (4)結果に対する運用改善、設備改修

需給調整シミュレーションの結果に対して運用改善、設備改修をどのように行うかを検討します。

設備の裕度をどのように設定するのか、設備仕様にも関わる要素と言えるでしょう。

・非常時を想定した需給バランスのシミュレーションについて妥当性を検証することが難しい

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

６．導入プラン作成 ク）平常時の需給調整シミュレーション及び災害対応訓練の実施計画
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6.2.8.2 災害対応訓練の実施計画の検討項目

6.2.8.2.1 (1)災害対応訓練の大規模停電時の対応マニュアルに則り実施事項

の検討

地域マイクログリッドの発動は大規模停電時という非常事態の下で行われるため、一連の発動

シークエンスを滞りなく進めるためには、災害対応訓練の一環として行われるべきものです。また、

消防訓練等では実際の設備（消火栓や消火器等）を使用することができますが、地域マイク

ログリッドにおいては実際に系統を遮断し、停電状態にするわけにはいかないので、訓練として実

際の発動時にも有効な再現性を重視した計画を立てる必要があるでしょう。

6.2.8.2.2 (2)マイクログリッド関係者と実施事項、日程等の調整

地域マイクログリッドの発動において、関係者間の連携が不可欠である以上、災害対応訓練も

歩調をあわせて行うことが求められますが、関係者はかなりの人数にのぼることが予想されます。

そのため、関係者間の調整を行うことは容易ではありません。実施日を調整するとともに、訓練

の目的を達成できるように訓練内容を精査しましょう。

6.2.8.2.3 (3)目的、訓練実施日、重点項目、留意事項の決定

①、②の内容を踏まえ、最終的に訓練の細目を決めます。訓練は、少なくとも実際に地域マイ

クログリッドが発動する事態となったときに、その発動が遅滞、事故なく行われることに資するもの

でなくてはなりません。また、訓練は定期的、継続的に行われるべきですが、地域マイクログリッド

は関係者が多く、人事異動等を含め関係者の把握に時間を要することも予想されます。実際

の訓練の際は、事前に関係者の整理、洗い出しをしておくことが重要です。

６．導入プラン作成 ク）平常時の需給調整シミュレーション及び災害対応訓練の実施計画



6.2.9 「ケ）地域マイクログリッドの安全面の担保」の概要

この検討項目では、当該地域マイクログリッド内の事故検知等、安全面の担保方法を決定します。

検討すべき課題としては大きく２点が挙げられますが、特に安全対策についてはより詳細に検討すべ

き項目があります。詳細は次ページで解説します。

(1)系統停止時・マイクログリッド発動時の公衆災害・事故防止のための安全対策を検討

a)保安水準の確保（公衆感電の防止、需要家の機器損傷の防止、作業者の感電の防止

等）

b)電力品質の確保（供給信頼度の確保、電圧、周波数の維持 等）

c)その他

(2)平常時の保守・点検方法の検討

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。

本事項は、導入プランの段階で上記の点を検討、決定する必要がありますが、導入プラン作成後、

実際の地域マイクログリッド構築完了時の全体検収において安全面の担保の確認を行い、運用

開始後も状況の変化に応じて常に考慮すべき事項です。
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• 当該地域マイクログリッド内の事故検知等、安全性について検討すること。

• 本補助事業で定める地域マイクログリッドは系統の配電線活用が必須です。【参考】 地域マ

イクログリッド構築及び運用に係る整理（P.74,75参照）は一般送配電事業者との協議

検討を進めるにあたり、参考として活用してください。

６．導入プラン作成 ケ）地域マイクログリッドの安全面の担保
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6.2.9.1 (1)系統停止時・マイクログリッド発動時の公衆災害・事故防止のための

安全対策を検討

災害が発生して系統が停止する場合は、系統線が切断され、地面や屋根などに垂れ下がり、容

易に触れることができる状態になっていることがあります。このような状態で、マイクログリッド内の電力

供給が開始されると、感電等の公衆災害や事故が発生する事も想定されます。こうした地域マイ

クログリッド発動に起因する事故リスクへの安全対策を検討してください。また、あわせて事故が発

生してしまった場合には、被害の拡大を防止する適切な措置方法や、その後の補償についても議

論が必要でしょう。

6.2.9.1.1 a)保安水準の確保（公衆感電の防止、需要家の機器損傷の防止、作

業者の感電の防止 等）

地域マイクログリッド発動時の安全性を確保するためには、発動時の系統の健全性の調査が不可

欠です。事故リスクの高い区間の特定や、その情報を連携する手段について検討する必要がある

でしょう。また、地域マイクログリッド発動後における系統線や、高圧需要家または高圧発電所の構

内において短絡・地絡等の事故が発生した場合、確実に事故を検知し、遮断できる様な保護方

式を検討する必要があります。

6.2.9.1.2 b)電力品質の確保（供給信頼度の確保、電圧、周波数の維持 等）

地域マイクログリッドの電力品質は平常時の系統からの電力と比べると、発電設備、調整力設備

等の様々な要因によって左右されますが、平常時と同等の電圧、周波数を維持する必要がありま

す。設備の仕様を決める際には、この点も考慮しましょう。

6.2.9.1.3 c)その他

保安面、供給信頼度面以外にも、その地域マイクログリッド特有の特徴から考えられる安全面での

懸念点についても対策を検討してください。例えば複数のフィーダーを含む地域マイクログリッド範囲

の場合は、他変電所や他フィーダーとの連系点での融通操作との協調について考慮する必要があ

るでしょう。

6.2.9.2 (2)平常時の保守・点検方法の検討

マイクログリッドに関わる設備の保守・点検を行う場合、系統や需要家への影響を考慮し、系統の

停止を伴わない点検方法や、停電を想定した妥当なシミュレーションの検討も必要です。

例：MG実施に必要な区分開閉器・保護継電器等の動作確認

EMSによる需給調整シミュレーションの実施など

６．導入プラン作成 ケ）地域マイクログリッドの安全面の担保



6.2.10 「コ）地域マイクログリッド構築における事業化可能性」の概要

この検討項目では、当該地域マイクログリッドの事業採算性、資金調達の見通しを検討

します。検討すべき項目としては下記６点が挙げられます。詳細は次ページ以降で解説します。

(1)地域マイクログリッド構築費用の算出

(2)運転維持に係る費用の算出

(3)事業収支の算出

(4)事業スキーム踏まえた収益構造の検討

(5)資金調達の見通しを検討

(6)事業性の評価

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 事業採算性、資金調達の見通しを検討すること

• 補助対象設備及び再生可能エネルギー発電設備の平常時の活用方法を記載すること

６．導入プラン作成 コ）地域マイクログリッド構築における事業化可能性
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6.2.10.1 (1)地域マイクログリッド構築費用の算出

地域マイクログリッドを継続的に運用するためには費用対効果、投資回収といった事業性を評価

する必要がありますが、まずはイニシャルコストを算出しましょう。地域性やシステムによって汎用品が

使えるのか否か、小型化、分散化によるコストの圧縮はできるか等の検討や、既存設備を参考に

する、経験豊富な事業者の協力を得て概算を出す等、できるだけ信憑性の高い数値を算出しま

す。

6.2.10.2 (2)運転維持に係る費用の算出

地域マイクログリッドの運用にかかる費用を算出します。系統の保守費用や災害発生時の地域マ

イクログリッド運用にかかる費用等が想定されます。それらの費用負担についてもここで決めておきま

しょう。

6.2.10.3 (3)事業収支の算出

平常時、非常時をあわせて事業収支を算出します。非常時に備えるための設備コストが過大にな

ると、平常時の収益確保が厳しい場合に事業性が維持できないことが起こりえますので、事業収

支の算出は慎重に行いましょう。

6.2.10.4 (4)事業スキームを踏まえた収益構造の検討

事業性を考える際には、事業スキームをベースに収益構造を検討することが必要です。PPA

（Power Purchase Agreement）の活用や環境価値といった付加価値、蓄電池のマルチ

ユース（調整力、ピークシフト等）等、通常の電力供給にはない地域マイクログリッドの電力供給

の付加価値を示し、十分な収入源を確保することや、他の事業も組み合わせたビジネスモデルを

構築すること等により、収益性を実現することが必要となるでしょう（「設備による直接的な収入

（FIT売電、EVステーション等利用料等）」、「制度活用や新規事業による収入（ネガワット取

引、EMS利用によるエネルギー・リソース・アグリゲーションビジネス）」、「コスト削減（ピークカット

等電力料金の削減、発電設備の排熱利用）」等）。

非常時においても、非常時に供給する電気料金を設定する場合等には徴収に必要な契約の整

理、非常時の運用にかかる費用（非常用電源の燃料費や人件費等の運用コスト等）が想定さ

れます。地域マイクログリッドの規模によっては事業性に大きな影響を与える可能性もあります。

・地域マイクログリッドは事例が少なく、受託可能な業者も少ないため運転維持費用が高額となりや
すい

実際に地域マイクログリッドを検討した事業者からの声

６．導入プラン作成 コ）地域マイクログリッド構築における事業化可能性
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6.2.10.5 (5)資金調達の見通しを検討

規模や既存設備の活用の程度にもよりますが、地域マイクログリッド構築は多額の費用がかかり

ます。一方でその有効性や事業性は事例が少ないこともあり、出資者を得ることが難しい場合

もあるでしょう。できるだけ事業性を評価できる材料を揃え、地方公共団体と連携した資金調

達を検討しましょう。

6.2.10.6 (6)事業性の評価

(1)～(4)までの内容を基に、最終的な事業性を評価します。レジリエンスという観点で見た場

合に、地域マイクログリッドは非常時において確実に利用されること、そしていかなるときでも利用

できるように持続的なものである必要があります。そのため、継続的に運用が可能かどうかの判

断は慎重になされなければなりません。

６．導入プラン作成 コ）地域マイクログリッド構築における事業化可能性



７．マイクログリッド構築

7.1 導入プランに基づいた地域マイクログリッド構築の概要

7.1.1 ⑫コンソーシアム契約締結

7.1.2 ⑬設備仕様確定・３者見積

7.1.3 ⑭発注・実施設計・着工

7.1.4 ⑮検収（個々の設備）

7.1.5 ⑯検収（地域マイクログリッド全体）

7.1.6 ⑰地域マイクログリッド運用開始

7.1.7 ⑱災害対応訓練の実施

7.1.8 ⑲地域マイクログリッドの効果等の検証
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成

事
前
検
討

④地域MGの必要性・目的の決定

⑤一般送配電事業者との系統利用に関する相談

⑥電力供給対象施設の検討（防災施設含む）

⑦地域MG対象区域の電力需給規模の検討

⑨設備設置場所の調整・承諾

⑩住民（地方公共団体）への説明・承諾

⑪地域MGの基本計画の決定

①地域MG*の必要性・目的の検討

②地域MGの概要検討

③地域MG構築完了に向けたスケジュール

⑫コンソーシアム契約締結

⑬設備仕様確定・３者見積

⑭発注・実施設計・着工

⑮検収（個々の設備）

⑯検収（地域MG全体）

⑰地域MG運用開始

⑱災害対応訓練の実施

⑲地域MGの効果等の検証

地方公共団体及び
一般送配電事業者

への事前相談

イ

ウ

エ

オ

カキ

ク

ケ

コ

ア

地方公共団体との連携

決定すべき事項

マ
イ
ク
ロ
グ
リ
ッ
ド
構
築

導入プラン後も
継続的に実施する事項

７．マイクログリッド構築
作成された導入プランに基づき、地域マイクログリッドの構築に着手します。各工程については次ページ

以降を参照してください。
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７．マイクログリッド構築

⑧一般送配電事業者との協議と承諾（系統線活用等）

*MG＝マイクログリッド



7.1 導入プランに基づいた地域マイクログリッド構築の概要

地域マイクログリッドを構成する設備の設置や、マイクログリッド全体の運用開始にあたって行うべき工

程、その後の適切な地域マイクログリッドの運用を行うために必要な工程は以下の通りです。

⑫コンソーシアム契約締結

⑬設備仕様確定・３者見積

⑭発注・実施設計・着工

⑮検収（個々の設備）

⑯検収（地域マイクログリッド全体）

⑰地域マイクログリッド運用開始

⑱災害対応訓練の実施

⑲地域マイクログリッドの効果等の検証
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• 以下①～④を含む共同事業体にて運用される地域マイクログリッドであること。

① 地方公共団体

② 地域マイクログリッドにおいて活用する設備（補助対象設備以外を含む）を所有・活用

する事業者

③ 当該地域マイクログリッド内の電力安定供給に係る需給バランスの調整を行う事業者

④ その他、地域マイクログリッドの運用に必要不可欠な事業者

• 当該コンソーシアムの契約等で、下記①～④を含む目的及び運用規程等が定められている

事業であること。

① 当該地域マイクログリッドの構築範囲（地方公共団体が指定する防災に資する施設を

含む）

② コンソーシアム各者の体制及び役割

③ 地方公共団体が示す防災上の位置付け

④ 運用規程

• コンソーシアムに含まれる事業者を変更する場合、その役割・機能を維持すること。

７．マイクログリッド構築 ⑫コンソーシアム契約締結

7.1.1 ⑫コンソーシアム契約締結

地域マイクログリッドを構築、及び運用するにあたっては、当該地域マイクログリッドの運用を行うために必

要な内容を定めた契約等により結成される共同事業体にて運用する事が適当です。なお、マイクログ

リッド発動の実効性を担保するためには、以下a) ～ d)を含む者が関与することが望ましいでしょう。

a)地方公共団体

b)地域マイクログリッドにおいて活用する設備（補助対象設備以外を含む）を所有・活用する事業者

c)当該地域マイクログリッド内の電力安定供給に係る需給バランスの調整を行う事業者

d)その他、地域マイクログリッドの運用に必要不可欠な事業者共同体や任意団体等。なお、コンソーシ

アムに含まれる事業者を変更する場合、その役割・機能を維持すること。

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。



7.1.2 ⑬設備仕様確定・３者見積

導入する設備の仕様を確定した後は、見積もりをとって発注先を決定します。地域マイクログリッドは

国内での事例が少ないことから、施工者の技術、経験が求められることも多いので、見積もり段階で

は仕様を明確にし、３者見積もり等、慎重に施工者を選ぶようにしましょう。

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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• 原則として３者見積・競争入札によって、相手先を決定すること。３者見積・競争入札は

公募開始から交付決定前の実施も可とする。

※ ３者見積・競争入札を行う場合、以下の点に留意すること。

 見積仕様書（見積図面）を作成し、書面による見積依頼 （見積り依頼する仕様を

明確にすること）を行うこと。

 ３者見積・競争入札は、競争関係が成立する依頼先にて行うこと。

 見積仕様書において、機種指定・発注先指定等は行わないこと。

 ３者見積・競争入札を行うことについて、稟議書や役員会議議事録等をもって内部で

承認されたことがわかるようにすること。

 ３者見積を行う場合、見積依頼先の選定の承認に関して、稟議書・役員会議議事

録等の書類に工事名称・３者見積の依頼先等を明記すること。

 競争入札を行う場合、当該補助事業者の規程に基づいて実施すること。

• 事業に必要な機器・システム類の仕様が定まっていない場合に採択されない場合があります。

（例：基本設計や容量計算がされていない等）

７．マイクログリッド構築 ⑬設備仕様確定・３者見積



7.1.3 ⑭発注・実施設計・着工

発注先を選定し、設備を発注します。発注後は、基本設計に基づいて詳細な実施設計を行い、工

事を着工します。

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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• 補助事業者は、交付決定通知を受けた日以降に発注・契約を行うこと。

• 補助対象外部分の工事等に関する発注・契約が発生し、一括で契約する場合においても、

それぞれの実施内容及び金額等が明確に確認できるようにすること（補助対象経費に関す

る発注・契約及び支払い等が明確に判別出来ない場合、補助金が支払われないことがあ

る）。

• 当該年度に実施された設計、設備購入、工事等については、当該年度中（補助事業実

績報告書提出の前まで）に対価の支払い及び精算を完了すること。

７．マイクログリッド構築 ⑭発注・実施設計・着工



7.1.4 ⑮検収（個々の設備）

発注した設備の設置完了後、契約に基づいたの設備の試運転を行い、見積仕様書の品質条件・数

量・仕様に合っていることを発注者の責任において確かめましょう。なおこの検収は個々の設備の検収であ

り、マイクログリッド全体の検収は、マイクログリッドを構成するすべての設備がそろった段階で行います（次

項参照）。

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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• 補助事業は、コンソーシアムの契約締結完了、補助対象設備の設置工事完了、補助対

象設備の試運転の完了（検収完了）、補助対象経費の全額支出完了、地域マイクログ

リッドの構築完了（単年度事業の場合）をもって事業の完了とする。

7.1.5 ⑯検収（地域マイクログリッド全体）

地域マイクログリッドの発動は、既設設備や新設設備など地域マイクログリッド内のすべての設備が連携し

て運用する必要があるため、地域マイクログリッドに供する設備がすべて整った段階で、地域マイクログリッド

全体として検収を行うことが必要です。ただし、実際にマイクログリッドが発動するかを確認するためには系

統からの電力の切り離しが必要となるため、現実的ではありません。実際には疑似信号等を用いて発動を

担保する検収となるでしょう。

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。

 「令和2年度 地域マイクログリッド補助金」においてのポイント

• 補助事業者自身で検収を行い、検査結果について社内の承認を受けること。

• 工事件名（契約件名）が明記されていること

• 納品物が契約書の内容と適合しているか確認されていること

• 検査結果が社内で承認されており、承認日が確認できること（検収日）

７．マイクログリッド構築 ⑮検収（個々の設備）
⑯検収（地域マイクログリッド全体）



7.1.6 ⑰地域マイクログリッド運用開始

地域マイクログリッドを運用開始するには、大規模停電時に地域マイクログリッドを運用できる状態とす

る必要があります。地域マイクログリッド運用時の責任範囲・役割分担は、マイクログリッド構築前と後

では異なりますので、それぞれ決めておく必要があります。特に将来的な防災計画やまちづくりといった

要因で関係者が流動的に変化することが予想されますので、定期的に責任範囲・役割分担等は見

直すことが重要です。地域マイクログリッド構築後（平常時）に想定されるものは下記の通りです。

（6.2.4.2.2 もあわせて参照ください。P.44）

a)再生可能エネルギー発電設備、需給調整に用いる設備、EMSの運用管理・保守を行う者

b)マイクログリッド発動時／復旧時に使用する受変電設備等の負荷設備（需要家設備）の保守

を行う者

c)マイクログリッド内外のマイクログリッド発動時／復旧時に必要な送配電設備（遮断設備等）の

保守を行う者

d)マイクログリッド内の送配電系統の運用管理・その他送配電設備の保守を行う者の決定事業体

（コンソーシアム）の運営を行う者

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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• 平常時から需給バランスのモニタリングまたは需給調整シミュレーションをおこない、かつ地域マ

イクログリッド運用のための需給調整の仕組みを有する地域マイクログリッドであること。

• 当該コンソーシアムの契約等で、下記①～④を含む目的及び運用規程等が定められている

事業であること。

① 当該地域マイクログリッドの構築範囲

（地方公共団体が指定する防災に資する施設を含む）

② コンソーシアム各者の体制及び役割

③ 地方公共団体が示す防災上の位置付け

④ 運用規程

７．マイクログリッド構築 ⑰地域マイクログリッド運用開始



7.1.7 ⑱災害対応訓練の実施

地域マイクログリッドの発動は大規模停電時という非常事態の下で行われるため、一連の発動シーク

エンスを滞りなく進めるためには、災害対応訓練の一環として行われるべきものです。また、消防訓練

等では実際の設備（消火栓や消火器等）を使用することができますが、地域マイクログリッドにおいて

は実際に系統を遮断し、停電状態にするわけにはいかないので、訓練として実際の発動時にも有効

な再現性を重視した計画を立てたうえで、訓練を実施しましょう。

地域マイクログリッドの発動において、関係者間の連携が不可欠である以上、災害対応訓練も歩調

をあわせて行うことが求められますが、関係者はかなりの人数にのぼることが予想されます。そのため、関

係者間の調整を行うことは容易ではありません。実施日を調整するとともに、訓練の目的を達成でき

るように訓練内容を精査し、実施しましょう。

訓練は、少なくとも実際に地域マイクログリッドが発動する事態となったときに、その発動が遅滞、事故

なく行われることに資するものでなくてはなりません。また、訓練は定期的、継続的に行われるべきです

が、地域マイクログリッドは関係者が多く、人事異動等を含め関係者の把握に時間を要することも予

想されます。実際の訓練の際は、事前に関係者の整理、洗い出しをしておくことが重要です。

（6.2.8 もあわせて参照ください。P.53）

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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• 地域マイクログリッドの構築完了後１年以内に、災害等による大規模停電時を想定した災

害対応訓練（設備点検及び電力供給手順の確認を含む）を実施できる地域マイクログ

リッドであること。

• 実施時期、訓練内容については交付申請時に提出した計画内容通り実施することとし、万

が一実施時期や訓練内容等に変更が生じた場合、事前にＳＩＩの承認を受けなければ

ならない。

• 補助事業の完了年度の翌年から５年間は、最低１年に１回以上の災害対応訓練を実

施すること。

７．マイクログリッド構築 ⑱災害対応訓練の実施



7.1.8 ⑲地域マイクログリッドの効果等の検証

地域マイクログリッドは事例が少なく、また地域特性も大きく影響するため、地域マイクログリッドの効果

に対する評価軸がほぼありません。そのため、災害等による大規模停電が発生した際はもちろん、平

常時の地域マイクログリッドの活用状況、効果等を定期的に検証する必要があります。検証を行うこと

でシステムが改善され、より継続的な地域マイクログリッドの運用が可能になるでしょう。

なお、補助金を活用しての地域マイクログリッド構築を検討する場合は、次の点に注意してください。
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• 補助事業者は、地域マイクログリッドの効果等を検証するため補助事業の完了年度の翌年

から５年目に地域マイクログリッドの継続性を確認し、報告すること。

• 継続性の確認については、以下の点に留意すること。

• 有識者会議を開催し、地域マイクログリッドの実施体制を維持または変更することの有用性

や、非常時の実効性といった事業の振り返り、総括を行うこと。

※有識者会議開催に係る経費は補助対象外。

• 補助事業者は、補助事業の実施により取得した財産等（取得財産等）について、補助事

業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、特に保守については、その実施

内容、体制等を充分整備し、故障等による設備利用率の低下を最小限にするなど、補助

金の交付の目的に従って、その効率的、効果的運用を図る必要がある。補助事業者又はコ

ンソーシアム所属者の責に帰すべき事由により、災害等による大規模停電時等に補助対象

設備を効果的に活用できなかった場合、支払済みの補助金が返還となる場合がある。

• 補助事業者は、災害等による大規模停電が発生した際は、地域マイクログリッドの活用状

況等の報告を追って行わなければならない。報告先は国とＳＩＩのいずれか、又はその両方

とし、報告内容・報告時期等について別途連絡を行う。

７．マイクログリッド構築 ⑲地域マイクログリッドの効果等の検証



８．参考資料

8.1 導入プラン作成の検討スケジュール例

8.2 地域マイクログリッド構築及び運用に係る整理の例

8.3 地域マイクログリッド導入プラン事例
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8．参考資料
8.1 導入プラン作成の検討スケジュール例
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

③電力供給対象施設の検討（防災に資する施設を含む）

④地域マイクログリッド対象区域の電力需給規模の検討

⑤一般送配電事業者との協議(配電線活用など)

⑥設備設置場所の調整・承諾

①一般送配電事業者と、地域マイクログリッド外の周辺系統への影響

の確認・相談

②一般送配電事業者と、地域マイクログリッド内の送配電設備等の構

成の確認・相談

③地域マイクログリッド内の負荷設備の確認と、平常時・非常時それぞ

れの需要電力量の想定

④地域マイクログリッド内の発電設備・需給調整力設備要件の抽出

と、それに伴う設備の新設・増設・撤去・減少検討

⑤一般送配電事業者と、地域マイクログリッド内外の送配電設備の利

用に伴う要件の抽出とシステム改修検討

⑥地域マイクログリッド全体のシステムの決定

①需給バランスの計算(非常時の運用に必要な蓄電池設備の変換機

容量、蓄電池容量、等)

②潮流計算(マイクログリット内の電圧変動)

③瞬時値解析(マイクログリッド起動シーケンスの妥当性の確認、マイク

ログリッド起動時の突入電流の影響、等)

④必要電源設備容量の決定

⑤再生可能エネルギー発電設備の制御方法の決定

⑥需給調整力設備の制御方法の決定

⑦需要家側設備の制御方法の決定

⑧電力計測方法の決定

⑨再生可能エネルギー発電設備、需給調整力設備、その他設備の個

別概略仕様の決定

⑩システム全体設計の決定

⑪エネルギー調整におけるシステム運用上の課題の確認とその対応の

検討

検討事項

ア）地域マイクログリッドの対象区域

イ）地域マイクログリッドで構築するシステム詳細

ウ）地域マイクログリッドのエネルギー調整管理詳細

導入プラン作成の検討スケジュール例
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①実施体制の確認（事業主体、地方公共団体等、一般送配電事

業者等の関係者の整理）

②責任範囲・役割分担等の決定＜構築前＞

②責任範囲・役割分担等の決定＜構築後・平時＞

②責任範囲・役割分担等の決定＜構築後・非常時＞

③各種運用規定、契約締結

①停電の原因調査・復旧の見通し調査手順の決定

②マイクログリッド切替要請・承認手順の決定

③マイクログリッド関係者への周知手順の決定

④開閉器等操作・マイクログリッドモードへの切替手順の決定

⑤電源起動手順の決定

⑥復旧判断手順の決定

⑦マイクログリッド関係者への周知手順の決定

⑧発電機の停止手順の決定

⑨配電線の切戻し・通常運転モードへの切替手順の決定

①地域マイクログリッド構築完了目希望日の設定

②各種許認可のスケジュールの確認

③設計、製作、施工、試運転スケジュールの確認

④全体スケジュール見直しによる完成予定日の再設定

①系統連系規程(電気設備の技術基準の解釈)

②消防法

③計量法の確認

④電気用品安全法

⑤保安規制(産業保安監督部)に関する確認

⑥電気事業法に関する確認

⑦事業規制(地方経済産業局、経済産業省電力・ガス事業部)に関

する確認

⑧事業規制(発電事業、小売売電事業、一般送配電事業、特定送

配電事業)の考え方の整理

⑨その他、法改正等への対応等

エ）地域マイクログリッドの実施体制・事業スキーム及び管理体制

オ）災害等による大規模停電時の対応マニュアル

カ）地域マイクログリッド構築スケジュール

キ）地域マイクログリッド構築に係る各種関連法規の整理及び対策

導入プラン作成の検討スケジュール例
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＜平常時における需給調整シミュレーション＞①構築後の実データの

取得

＜平常時における需給調整シミュレーション＞②需給バランスのシミュ

レーション

＜平常時における需給調整シミュレーション＞③潮流計算

＜平常時における需給調整シミュレーション＞④結果に対する運用改

善、設備改修

＜災害対応訓練の実施計画＞①災害対応訓練の大規模停電時の

対応マニュアルに則り実施事項の検討

＜災害対応訓練の実施計画＞②マイクログリッド関係者と実施事

項、日程等の調整

＜災害対応訓練の実施計画＞③目的、訓練実施日、重点項目、

留意事項の決定

①系統停止時・マイクログリッド発動時の公衆災害・事故防止のため

の安全対策を検討

②平常時の保守・点検方法の検討

①地域マイクログリッド構築費用の算出

②運転維持に係る費用の算出

③事業収支の算出

④平常時の事業スキーム踏まえた収益構造の検討

⑤非常時の事業スキーム踏まえた収益構造の検討

⑥資金調達の見通しを検討

⑦事業性の評価

①FS調査（再生可能エネルギー賦存状況の調査等）

②検討委員会の実施

その他

ク）平常時における需給調整シミュレーション及び災害対応訓練の実施計画

ケ）地域マイクログリッドの安全面の担保

コ）地域マイクログリッド構築における事業化可能性

導入プラン作成の検討スケジュール例



No
.

設備 設備所有者

1 送配電設備 一般送配電事業者（以下、「一送」と表記。）

2 発電設備 ＭＧ事業者等、発電設備の所有者

3 需給調整システム（ＥＭＳ） ＭＧ事業者

１．地域マイクログリッド構築における設備所管

No
.

実施内容 運用責任者 ※１

4 地元対応（地元住民への説明等） ＭＧ事業者等

5 託送供給義務 一送

6 需給調整 MG事業者 ※２

7 復旧方針（MGの発動、及び系統への再接続） 一送 ※３

8 検針（使用量把握） 一送

２．地域マイクログリッド運用における責任範囲

※１ ＭＧ事業者が保有する設備（需給調整システム（ＥＭＳ）・発電設備等）やオペレーショ
ンに起因する不具合対応・損害賠償については、当該ＭＧ事業者が相応の責任を負う。

※２ＭＧ発動・運用時にＭＧ事業者に実務対応を求める際は、ＭＧ事業者に業務委託という形
で依頼することも可能とする。

※３一送は、管轄エリア全体の状況をもとに大規模停電（ブラックアウト等）時の最適な復旧手順
を定めている。MGを発動して停電を復旧させる際も、このようなブラックアウト等における一般的
な復旧（以下、「通常復旧」という）と同様の扱いとする。

（次ページへつづく）
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8.2 地域マイクログリッド構築及び運用に係る整理の例

地域マイクログリッド構築及び運用に係る整理の例



３．各種実務内容に対する、実施ルール・実施箇所等
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本表は過去に電事連から提供していただ
いたもので、各事業者に配布済みだが、修
正して問題ない？
問題ない場合は、配布済み事業者に対し
て修正したことを通知する

No. 段階 実施内容 実施者 運用ルール

9

ＭＧ構築

系統とＭＧエリアの連系点に開閉器を設置 一送
補助事業者が一送に委託又は外注し、補助事業
者が費用負担する場合、一送が請求する費用は
補助対象とすることができる

10 ＭＧ供給するための需給調整システム（ＥＭＳ）の検討・設置 ＭＧ事業者 ＭＧ事業者にて検討し、一送でも確認

11
マイクログリッド向けパワーコンディショナー（ＰＣＳ）における技術
基準の対応の方向性検討

MG事業者
及び一送

懸念点について引き続き整理

12
ＭＧ構築により影響のある需要家に対して説明を行い同意を得
る

ＭＧ事業者

13
給電申合書

ＭＧ内の需要家と一送との給電申合書の
更改要否

一送 必要に応じて更改

14 ＭＧ事業者と一送との契約書等の作成
ＭＧ事業者
及び一送

15
補助事業者が一送に対して、ＭＧ検討（事前検討等）に係る
業務の一部を委託又は外注した場合の費用負担

ＭＧ事業者
補助事業者が一送に委託又は外注し、補助事業
者が費用負担する場合、一送が請求する費用は
補助対象とすることができる

16

ＭＧ発動・運
用

ＭＧ発動（上位系
統と切離す）の判断
/発動方法

開閉器の操作

一送17 判断基準の決定
一送が長期未送事故と判断し、復旧の手段として
ＭＧ運用を選択した場合

18 ＭＧ発動のタイミング（優先順位）の決定 通常復旧に準ずる

19 一送とＭＧ事業者との連絡手段の協議
ＭＧ事業者
及び一送

携帯電話、一般電話を想定。案件ごとに協議

20
ＭＧエリア内で供給する負荷（避難所等）以外の負荷切離しの
実施

ＭＧ事業者

負荷の切り離しについてはＭＧ事業者による需要
家側の開閉器操作等により切り離しを実施。一送
による柱上変圧器や引込線、スマートメーター等で
の切り離しは実施しない

21

ＭＧエリア内の設備
の健全性確認

一送設備の巡視実施
一送

巡視のタイミングは通常復旧に準ずる

22
ＭＧエリア内の系統
全体の健全性確認

送配電設備

23
発電設備＋需給調
整システム（ＥＭ
Ｓ）

ＭＧ事業者
24 ＭＧ運用するための発電設備の運用

25 ＭＧ運用するための需給調整システム（ＥＭＳ）の運用
ＭＧ事業者に業務委託という形で依頼することも
可能

26
ＭＧ運用時のＭＧ
エリア内の電圧・周波
数

維持・監視の実施者

ＭＧ事業者27 異常時のお客さま対応者

28 異常時の需要家設備故障対応者

29 ＭＧ供給時のＭＧエリア内単独運転時の保護協調検討 ＭＧ事業者 ＭＧ事業者にて検討し、一送でも確認

30

ＭＧ運用時の
ＭＧエリア内
事故

お客さま対応

ＭＧ事業者
31 事故把握 リレー応動等により判断

32
一送設備の対応

巡視

一送

33 故障時の復旧対応
故障時の復旧対応のタイミング（優先順位）は通
常復旧に準ずる

34
ＭＧエリア内復電が不可能（ブラックスタート失敗、発電機、Ｅ

ＭＳ故障等）となった場合の復旧応援
通常復旧に準ずる

35
系統復電

系統との再接続
一度ＭＧ内停電（通常復旧に順ずる）し、再接
続

36 ＭＧ内停電の場合の再停電周知 ＭＧ事業者

37 事後処理 制限中止割引 ＭＧエリアの制割の対象範囲 一送 ＭＧ供給を含め、供給（通電）までが制割対象

38 ＭＧ構築後 訓練 災害訓練実施の主体 ＭＧ事業者
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地域マイクログリッド構築に係る一般送配電事業者の見解
項目 No 具体的内容 備考

運用面

1.
一送のコンソーシアムへの参画がMG事業での運用を保証

するものではないこと

・「MG事業での運用」とは、本資料に定める「（３）技術的確認項目」に関する課題

解決。ならびに「（１）コンソーシアム参画前」「（２）コンソーシアム参画後」の運用面

に関する課題の解決の事を言うが、その課題が解決されることを保証するものではありま

せん。

2.
MG運用の際は原則一送から委託での対応となることの合

意

・委託要否は各社判断となるが、原則、委託時に発生した品質低下や不具合について

の対応と補償は、一送とMG事業者間で協議し、合意が必要になります。

3.
MG運転の最終的な技術判断箇所はコンソーシアムでの有

識者会議とすること

・有識者の要件として「電気工学に長けた学識者」であることが望ましい。

・有識者会議では「（２）コンソーシアム参画後」の運用面の課題，ならびに「（３）

技術的確認項目」について必ず審議してください。

4. 実証終了後の設備の取り扱い（発電機、蓄電池は除く）
・５年後の有識者会議にて事業継続可否判断し、事業継続する場合は原則配電事

業への移行とする。継続しない場合は執行団体へ連絡し対応指示に従ってください。

5. 事業継続の判断条件はコンソーシアムで整理すること ・同上

6. コンソーシアム参画の際の費用の取り扱い（社内、社外）

費用については個別協議によりますが、原則以下のように取り扱います。

・「技術検討に関わる人件費」「出張旅費」「その他MG運用検討に関わる費用」は費用

として原則請求します。

7. MG発動の判断は一送が行うこと ・ＭＧエリアを優先した巡視や応急送電することはできません。

8. MG構築に必要な費用をMG事業者側が負担すること

・基本一送の持ち出しはない認識であるが、当該地域MG構築に必要な設備としてSII

が認める設備であれば、補助対象となる認識であるため、MGを実現するために必要とな

る費用で補助対象となる項目は補助金として申請する。（補助対象で必要となる項目

は、各コンソーシアムでの調整）

※補助率は2/3のため、残り1/3は設備所有者が負担

・「❶補助金交付決定後、補助金交付前に事業廃止する場合、補助金で充当される

ことを前提に支出した費用の回収」ならびに「❷補助金交付後に事業廃止する場合の

補助金返還義務の所在」については、コンソーシアムに参加後の各種検討の結果、実

現困難な状況となり事業廃止となった場合の費用負担に備え、申請者間で協議のうえ、

それぞれの案件ごとに最適な契約形態をコンソーシアムにて定める。

9.
系統連系時において，MGが一発電場所として，需給調

整（再エネ出力制御）等の一送の系統運用に従うこと
-

10.
その他、一送の安定供給に必要な事項について、MG事業

者は全面的に指示に従うこと
-

技術面 11.後述、「（３）技術的課題確認項目」
・最低限「（３）技術的課題確認項目」を満足する必要があることをMG事業者と共

有し理解を得るとともに，その課題解決ができる見込みであることを確認する。

その他

12.訓練体制・内容に対する一送の立ち位置
・原則は「３．各種実務内容に対する、実施ルール・実施箇所等」の役割分担としつつ、

必要な検討・確認は一送とMG事業者双方が協力して実施する。

13.実設備を用いた検証要否と実施内容の整理 -

14.
補助金の対象範囲の整理（一送側の設備対策費用は補

助金対象か）

・当該地域MG構築に必要な設備としてSIIが認める設備であれば、補助対象となる認

識であるが、中抜きされる場合の事故時系統切替操作の維持等を考慮した設備増強

等の具体的な整理はされていないため、詳細はコンソーシアムおよびSIIとの個別調整と

なる。
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項目 No 具体的内容 備考

運用面

1. MG運用の際の委託内容
「（１）コンソーシアム参加前」No.2で委託するのであれば、具体的な委託項目を確
認する

2. MG運用の際の一送との契約内容 MG事業者が負うべき補償内容も含め整理

3. MG発動時の救済負荷以外の取り扱いと対応 -

4. MG発動時の機器操作手順や運用フロー -

5. 小売り契約者との合意 -

6. 事故時の体制 -

7. 平時の体制 -

8. 配電事業ライセンスへの移行ニーズ -

9.
MG内の発電設備や負荷設備の新設・増設・撤去・減少
への対応

・ＭＧ運開後、新規にＭＧ内に接続される発電設備または負荷設備について、既設の
発電設備または負荷設備と同等に扱うかどうかの判断基準（供給力等）や判断者
（一送またはＭＧ事業者）、その場合の費用負担について事前整理が必要です。

・原則、新たに発電設備や負荷設備が接続されると、線路インピーダンスや短絡容量等
が異なり、MG設備の改修が必要となるため、MG事業として想定した以外（事後設
備）は対象外とすることになると想定しており、新規発電設備や負荷設備の所有者に
了解を得ることが必要となるため、以下の対応を行ってください。

①新規発電設備や負荷設備の所有者にMGに組み込まないことを納得いただけた場合、
MG運用時は切り離しで対応する。

②新規発電設備や負荷設備の所有者にMGに組み込まないことを納得いただけない場
合、平時の運用を優先し一送として接続検討を行う。新規の発電設備や負荷設備の
所有者と運用面の合意がとれるまでMG運用は停止とする。合意をとるのはMG事業者
で実施。

③MGに組み込むことで合意した場合、新規MG設備構築が必要となり、新規発電設
備や負荷設備も含めた費用負担の整理

なお、各役割分担はコンソーシアムで協議を行ってください。

10. 需要家、発電者への周知と同意
発電者（太陽光発電設備のある一般家庭含む）への周知と同意をMG事業者が実
施する

技術面 11. 後述、「（３）技術的課題確認項目」
・最低限「（３）技術的課題確認項目」を満足する必要があることを、MG事業者と共
有し理解を得る。

その他 12. 訓練体制・内容
・原則は「３．各種実務内容に対する、実施ルール・実施箇所等」の役割分担としつつ、
必要な検討・確認は一送とMG事業者双方が協力して実施する。
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項 目 No 検討必要事項 備考 検討方法

共通

共 通

1.
MG運転時に求める供給信頼度
（停電時間等）の策定

復旧優先順位は一送が全体最適で検討するため、ＭＧエリアを災害時に
優先して一送が巡視し、ＭＧを発動させることはできません。

机上検討、潮流計算、動特
性解析（実効値解析または
瞬時値解析）

2.

保安の確保（短絡，地絡，単
独運転防止）及び 通常系統とＭＧ系統で保安及び電力品質に関する現行基準と同等レベ

ルに維持する必要がありますが、短絡容量や地絡電流が異なり通常系統
での保護及び電力品質維持のシステムでは対応困難なことも想定されます。
また、分散型電源の単独運転検出機能が、通常系統とＭＧ系統で系統
定数が変化する状況においても、不要動作を防止し単独運転状態を高速
かつ確実に検出・解列できるようにする必要がありますが現行の機能では対
応困難なことも想定されます。そのため、保安及び電力品質レベルを同等に
維持するための高コストなシステムを構築する必要が生じる可能性がありま
す。

机上検討、潮流計算、動特
性解析（実効値解析または
瞬時値解析）電力品質（電圧、周波数、高調

波、電圧変動・フリッカ）の満たす
べき基準の策定

3. EMSの要求仕様の策定 最低限の要求仕様を策定した上で、動作確認を実施する必要があります。検討要

4.
MG内の監視制御システムの取扱
い・仕様の策定

ＭＧ内の通電・事故状況を一送が把握要否の整理が必要。必要であれ
ば、その要件定義をする必要があります。（配自との連携による対応は各
社判断）

検討要

系統電源（電圧源）にインバータのみを用いた場合

常時負荷変動 5. インバータ容量の策定

マイクログリッドの規模に応じたインバータ容量決定が必要です。

机上検討、潮流計算、動特
性解析（実効値解析または
瞬時値解析）

突入電流（負荷として回転機を想定）が流せず電圧低下、あるいは、イン
バータの保護装置が動作し、マイクログリッド内が停電する可能性があります。
また、電圧低下時は負荷等の脱落や機器の損傷が発生し、需給バランス
（電圧、周波数変動）が不安定となる点についても検討が必要です。

保護・保安

6.
短絡事故時の保護装置の整定
値の策定

短絡電流が小さいうえ、各種リレー、保護装置の動作に必要な時間分の
運転が継続せず、検出感度が低下、または検出しない可能性があります。
その結果、事故点の除去が遅れ、機器損傷の拡大や火災を招くおそれがあ
ります。

机上検討、動特性解析
（瞬時値解析）

7.
地絡事故時の保護装置の整定
値の策定

配電用変電所相当の地絡検出機構を採用するとしても、マイクログリッドの
規模が小さく、検出感度低下が懸念されます。その結果、事故点の除去が
遅れ、機器損傷の拡大や火災を招くおそれがあります。

机上検討、動特性解析
（瞬時値解析）

8.

短絡、地絡事故以外の系統異
常を想定したインバータ部（送出
し地点）保護装置の適用基準の
策定

系統事故か系統内の電源異常か区別できないおそれがあります。
机上検討、動特性解析
（瞬時値解析）

電力品質・系統の
安定性

9.
系統擾乱時（負荷投入等）の
分散型電源の運転継続・停止判
断基準の策定

電圧、周波数変動発生時は、分散型電源、負荷設備の保護機器が誤
検出または異常検知しない可能性があります。

机上検討、動特性解析
（瞬時値解析）

10.
系統電源、分散形電源、系統用
制御機器の相互干渉を考慮した
系統安定度の判定

系統毎に変化するため、個々の系統条件、電源機器の運転特性を当ては
めた検討が必要です。

机上検討、潮流計算、動特
性解析（瞬時値解析）

11.
各機器から発生する高調波の抑
制対策と共振防止対策

No.２と同義。
机上検討、潮流計算、動特
性解析（瞬時値解析）

耐雷設計 12. 耐雷設計基準の策定
分散型電源ではなく、系統電源（電圧源）として利用するために、耐雷
基準を上げる必要性について検討が必要です。

机上検討、動特性解析
（瞬時値解析）

ブラックスタート
機能

13. ブラックスタート機能の要件策定
ブラックスタートによる並列直後は、突入電流発生により顕著に電圧が低下
する恐れがあります。

検討要
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項 目 No 検討必要事項 備考 検討方法

系統電源（電圧源）に回転型電源（同期発電機）とインバータを混在して用いた場合

保護・保安

14.
並列運転（混在運用）時の横
流補償の影響

混在により同期発電機が安全運転できないおそれがあります。
机上検討、動特性解析
（実効値解析または瞬時
値解析）

15. 電圧源異常時の検討
電圧源発電機（回転機）が脱落した場合、他に残ったインバータ電源だ
けで系統安定を持続できないおそれがあります。

机上検討、動特性解析
（実効値解析または瞬時
値解析）

16. 電圧源比率の限界検討
マイクログリッド運用の中で電源構成比率を変更する場合があるならば、短
絡容量が変化するため、保護装置の設定変更が必要です。

机上検討、動特性解析
（実効値解析または瞬時
値解析）

ブラックスタート
機能

17. ブラックスタート機能の要件策定
ブラックスタートによる並列直後は、突入電流発生により顕著に電圧が低下
するおそれがあります。（No.1３と同様）

検討要

一般送配電事業者の系統と接続、切り離しを行う運用の場合

保護・保安

18.

接続時、切り離し時の各々に応
じた変電所、負荷接続点、分散
型電源接続点における保護装置、
リレーの整定値の策定

短時間の切替が必要です。（MG系統内の需要家の受容性次第）

机上検討、動特性解析
（瞬時値解析）また、系統上の電圧調整機器や分散型電源側の制御方法の見直しも必

要です。

19.
切り離し⇒接続への切替時（無
停電を想定）の接続方法の策
定

無停電切替の場合は、同期検定器、高速切替装置が必要です。
机上検討、動特性解析
（瞬時値解析）

20.
マイクログリッド運用中のマイクログ
リッド内の系統事故時の運用方
法の策定

当該事象時の運用方法の策定は必須です。

机上検討、動特性解析
（瞬時値解析）

ＭＧ内の通電・事故状況を一送が把握要否の整理が必要です。必要で
あれば、その要件定義をする必要が有ります。（配自との連携による対応
は各社判断）
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8.3 地域マイクログリッド導入プラン事例（平成３０年度 補正予算）
※本参考資料中の「マスタープラン」という用語は「導入プラン」と読み替えてください。

地域マイクログリッド導入プラン事例
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8.４ 地域マイクログリッド導入プラン事例（令和２年度予算）
※本参考資料中の「マスタープラン」という用語は「導入プラン」と読み替えてください。
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